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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

売上高 （千円） 724,270 815,658 854,204 412,711 985,413

経常利益又は経常損失（△） （千円） △411,433 △270,801 △250,805 △287,845 93,273

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
（千円） △404,809 △361,058 △283,027 △432,420 △131,087

包括利益 （千円） △425,417 △360,216 △294,463 △429,879 △138,732

純資産額 （千円） 458,501 204,361 195,327 114,004 303,810

総資産額 （千円） 961,512 773,631 765,281 719,720 1,085,399

１株当たり純資産額 （円） 28.33 12.67 9.60 1.63 9.83

１株当たり

当期純損失金額（△）
（円） △25.53 △22.76 △17.16 △25.14 △6.98

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 46.7 26.0 20.7 4.0 17.3

自己資本利益率 （％） △61.79 △111.05 △157.37 △461.50 △121.23

株価収益率 （倍） － － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 370,621 △348,525 △248,678 △158,841 381,854

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 9,164 △168,053 △70,431 △133,976 623

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △131,600 114,334 258,541 303,211 310,100

現金及び現金同等物の

期末残高
（千円） 558,138 154,646 93,459 96,110 825,375

従業員数
（名）

72 82 65 62 68

（他、平均臨時雇用者数） (－) (－) (－) (－) (－)

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社グループは第24期、第25期、第26期、第27期及び第28期は親会社株主に帰属する当期純損失を計上して

いるため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益及び株価収益率は記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

売上高 （千円） 258,891 150,837 66,200 45,797 55,946

経常利益又は経常損失（△） （千円） △300,303 72,638 △255,502 △239,354 △169,837

当期純損失（△） （千円） △350,152 △144,872 △267,043 △482,104 △184,132

資本金 （千円） 3,101,527 3,105,524 3,230,542 3,381,082 3,531,085

発行済株式総数 （株） 15,854,800 15,880,800 16,513,800 17,658,900 19,060,800

純資産額 （千円） 314,355 169,272 187,669 54,818 199,312

総資産額 （千円） 383,475 272,146 232,963 144,569 312,352

１株当たり純資産額 （円） 19.30 10.66 9.22 △1.63 4.57

１株当たり配当額

（円）

－ － － － －

（うち１株当たり

中間配当額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり

当期純損失金額（△）
（円） △22.08 △9.13 △16.19 △28.03 △9.80

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 79.8 62.2 65.4 △19.9 27.9

自己資本利益率 （％） △72.8 △61.0 △166.1 △780.9 △631.0

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － －

従業員数 （名） 5 5 5 6 6

株主総利回り （％） 100.0 57.7 81.5 62.9 77.2

（比較指標：JASDAQ INDEX） （％） (121.3) (160.8) (139.1) (121.3) (171.9)

最高株価 （円） 770 644 441 351 435

最低株価 （円） 267 263 220 131 172

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　当社は第24期、第25期、第26期、第27期及び第28期は当期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益及び株価収益率は記載しておりません。

３　最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。
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２【沿革】

年月 事項

1993年９月 当社設立（資本金1,000万円）

1994年10月 デジタル事業に進出

1995年７月 CD-ROM出版事業を開始

９月 インターネット事業に進出、ウェブサイト制作事業を開始

1996年５月 全日本プロレス公式サイト開始

８月 日本初の学生向け会員制コミュニティサイト「キャンパスネット」開始

1997年３月 ゲームのコミュニティサイト「ゲームネクスト」開始

1998年７月 「キャンパスネット」「ゲームネクスト」を統合したコミュニティサイト「ガーラフレンド」開始

1999年７月 掲示板への書き込みを事前にフィルタリングする「サイバーコップス」に関する特許を取得

2000年１月 「インフォ＠メール」、「サイバーコップス」、「e-マイニング」サービス開始

２月 システム開発を行う㈱アール・アイ・エスの全株式を譲受け100％子会社化。さらに㈱ガーラウェブに

商号変更

８月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場（現：東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場（資本

金６億650万円）

12月 合弁会社GALA KOREA,INC.を設立し、同時自動翻訳機能付き日韓共同コミュニティ「Chin-gu」を開設

2001年10月 合弁会社GALA KOREA,INC.を解散

11月 マーケティングリサーチサービス「バイラルリサーチサービス」開始

2002年５月 「ワーズナビ」に関する特許を取得

７月 「インフォ＠メール」を事業譲渡

2004年５月 情報クリッピングサービス「NET iScope」事業を事業譲受

米国にGala-Net Inc.を設立

2005年10月 ㈱電通と共同し「電通バズリサーチ」サービス開始

11月 Gala-Net Inc.にて北米向けオンラインゲームポータル事業開始

2006年１月 オンラインゲームの開発を行うAeonsoft Inc.（韓国）の全株式を譲受100％子会社化

10月 日本向けオンラインゲームポータル事業開始

Gala-Net Inc.がアイルランドにGala Networks Europe Ltd.を設立

12月 オンラインゲームの開発を行うnFlavor Corp.（韓国）の一部株式を譲受け子会社化

Gala Networks Europe Ltd.にて欧州向けオンラインゲームポータル事業開始

2007年４月 ㈱ガーラモバイルを設立

９月 ㈱ガーラモバイルにて携帯電話向けオンラインゲームポータル事業開始

12月 ㈱ガーラバズを設立

2008年２月 ㈱ベクターと業務・資本提携

３月 ㈱ガーラバズが「電通バズリサーチ」を事業譲渡

７月 ㈱ガーラモバイルから㈱ガーラジャパンに商号変更

純粋持株会社体制へ移行

2010年４月 nFlavor Corp.の全株式を譲受け100％子会社化

５月 Aeonsoft Inc.及びnFlavor Corp.が共同で韓国向けオンラインゲームポータル事業開始

６月 Aeonsoft Inc.とnFlavor Corp.が合併

Gala-Net Inc.がブラジルにGala-Net Brazil Ltd.を設立

７月 Aeonsoft Inc.からGala Lab Corp.に商号変更

10月 Gala Networks Europe Ltd.の韓国事業所を設置

2011年６月 事業持株会社体制へ移行

８月 Gala Networks Europe Ltd.の韓国事業所を当社が譲受

2012年４月 ㈱ガーラポケットを設立

５月 ㈱ガーラバズの全株式を譲渡

６月 ㈱ガーラポケットにてスマートフォン、タブレットPC向けアプリ事業開始

10月 米国にGala Innovative Inc.を設立

2013年２月 Gala-Net Inc.全株式を譲渡

（これに伴い、Gala Networks Europe Ltd.及びGala-Net Brazil Ltd.を連結から除外）

８月 韓国事業所の事業をGala Lab Corp.へ移管し、韓国事業所を廃止

2014年10月 韓国にGala Connect Inc.を設立

2015年４月 ㈱ガーラジャパンと㈱ガーラポケットが合併

 ㈱ガーラウェブの全株式を譲渡

2015年９月 韓国にGala Mix Inc.を設立

2019年５月

 

Megazone Cloud Corporationと資本・業務提携

GPM Co.,Ltd.と業務提携
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年月 事項

2020年２月 Gala Connect Inc.を清算

2021年４月 ㈱ツリーフルを第三者割当増資引受けにより子会社化
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３【事業の内容】

１　会社の目的及び事業の内容

　当社グループは当社と、連結子会社（㈱ガーラジャパン、Gala Lab Corp.、Gala Mix Inc.、Gala Innovative

Inc.）４社で構成されており、インターネット等のネットワークを利用した情報交換機能を持つオンライン・コ

ミュニティの関連サービスを主な事業として、スマートフォン、タブレットPC向けアプリの開発・運営、オンライ

ンゲームの開発・運営を行っております。当社グループの事業内容並びに当社と関係会社の当該事業に係る位置付

けは下記のとおりであります。

 

(1）当社

日本セグメント…………………………

・事業持株会社

・スマートフォンアプリ事業

・クラウド関連事業

・VR事業

当社は事業持株会社であり、スマートフォン、タブレットPC向けアプ

リのライセンスの販売代理業等を行っており、スマートフォン、タブ

レットPC向けアプリを一般消費者に提供しております。

また、新規事業としてクラウド関連事業、VR事業を行っております。

クラウド関連事業は、韓国のMegazone社グループのクラウド事業の日

本展開に関して、日本国内の営業サポート業務、運営サポート業務、

採用及び人事管理サポート業務、イベントサポート業務のクラウド関

連事業を行っております。

VR事業は、韓国のGPM Co.,Ltd.のVR事業の日本展開に関して、日本に

おける営業代理店として、Monster VR プラットフォーム事業、

Monster VR 販売代理店事業、Monster VR テーマパーク事業を行って

おります。

 

(2）㈱ガーラジャパン（連結子会社）

日本セグメント…………………………

・クラウド関連事業

・VR事業

新規事業としてクラウド関連事業、VR事業を行っております。

 

 

(3）Gala Lab Corp.（連結子会社）

韓国セグメント…………………………

・オンラインゲーム事業

・スマートフォンアプリ事業

ゲーム内にコミュニティ機能を有するMMORPGと呼ばれるオンライン

ゲームの開発をしており、各国のパブリッシャーに開発したオンライ

ンゲームのライセンスを供給するとともに、オンラインゲームのポー

タルサイト『gPotato（http://www.gpotato.kr/）』を開設・運営し

ており、オンラインゲームを一般消費者に提供しております。

また、スマートフォン、タブレットPC向けアプリの企画・開発・運営

及びライセンス供給を行っており、アプリを一般消費者に提供してお

ります。

 

(4）Gala Mix Inc.（連結子会社）

韓国セグメント…………………………

・スマートフォンアプリ事業

スマートフォン、タブレットPC向けアプリの企画・開発・運営を行っ

ており、アプリを一般消費者に提供しております。

 

(5）Gala Innovative Inc.（連結子会社）

日本セグメント………………………… 事業活動を休止しております。
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４【関係会社の状況】

名称 住所 資本金 主要な事業の内容

議決権の所有
（被所有）割合

関係内容
所有割合
（％）

被所有割
合（％）

（連結子会社）       

㈱ガーラジャパン

（注）１、４
東京都渋谷区 －千円

クラウド関連事業、VR

事業
100 －

当社より資金の貸付があります

当社が業務を委託しております

役員の兼任４名

Gala Lab Corp.

（注）１、３、５、８
韓国ソンナム市

4,500,005

千韓国ウォン

オンラインゲーム開

発・提供・運営

スマートフォン、タブ

レットPC向けアプリ企

画・開発・提供・運営

58.9

[41.1]
－

ゲームキャラクターのIPをライ

センスしております

ゲームアプリのライセンス供与

を受けております

役員の兼任４名

Gala Mix Inc.

（注）７
韓国ソンナム市

750,000

千韓国ウォン

スマートフォン、タブ

レットPC向けアプリ企

画・開発・提供・運営

80.0

[20.0]
－

当社が業務を委託しております

役員の兼任３名

Gala Innovative Inc.

（注）６

米国

カリフォルニア州
10千米ドル 事業休止中 100 －

当社より資金の貸付があります

役員の兼任１名

（注）１　特定子会社であります。

２　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

３　Gala Lab Corp.については、売上高（連結相互間の内部売上除く）の連結売上高に占める割合が10％を超え

ております。

主要な損益情報等

(1）売上高 906,244千円

(2）経常利益 179,973千円

(3）当期純損失（△） △124,071千円

(4）純資産額 △368,109千円

(5）総資産額 796,107千円

４　債務超過会社で債務超過の額は、2021年３月末時点で719,889千円となっております。

５　債務超過会社で債務超過の額は、2021年３月末時点で368,109千円となっております。

６　債務超過会社で債務超過の額は、2021年３月末時点で148,851千円となっております。

７　議決権の所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。

８　当社は、2021年４月２日開催の取締役会において、株式会社ツリーフルが実施する第三者割当増資の引受及

び子会社化することについて決議し、2021年４月30日付で同社が当社の連結子会社となりました。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2021年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

日本 8 （－）

韓国 60 （－）

合計 68 （－）

（注）１　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に平均人員を外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況

   2021年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

6 42.7 14.57 4,948

 

 2021年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

日本 6

（注）１　従業員数は就業人員であります。

２　平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

３　平均年間給与は出向者、休職者を除く期末在籍者数を基に計算しております。

４　従業員数に連結子会社への出向者は、含めておりません。

 

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2021年６月28日）現在において当社グループが判断したもの

であります。

(1）経営方針等

①　経営理念

　当社グループは、インターネットにおけるコミュニティ関連サービスの提供を通じて、世界の人々の交流を

促進し、新たな経済価値創造による社会の発展、国際交流促進による世界の平和に貢献することを経営理念と

しております。そのため、地球規模での人と人との交流を大切にしたいと考えております。

②　経営方針

　当社グループは、「世界No.１のグローバル・オンライン・コミュニティ・カンパニー」を目指し、継続的

な収益の拡大を実現するため、オンラインゲーム事業及びスマートフォンアプリ事業を中心にグローバルなビ

ジネス展開を推進し、世界規模のビジネスネットワークの構築に向けて取り組んでおります。

 

(2）経営戦略等

　当社グループは、ゲーム事業ではオンラインゲーム事業からスマートフォンアプリ事業を主力事業に移行すべ

く、スマートフォンアプリの開発とそのビジネスの推進を行ってまいりました。

　スマートフォンアプリの開発においては、当社グループが開発したMMORPG（*）の２大タイトルであるPCオンラ

インゲーム「Flyff Online（フリフオンライン）」及び「Rappelz Online（ラペルズオンライン）」を題材とした

スマートフォンアプリの開発に注力し、2014年12月にスマートフォンアプリ「Flyff All Stars（フリフオールス

ターズ）」のダウンロード配信を開始し、2017年１月にスマートフォンアプリ「Flyff Legacy（フリフレガ

シー）」のダウンロード配信を開始いたしました。また、2020年３月にはスマートフォンアプリ「Rappelz M（ラ

ペルズモバイル）」の東南アジアでのダウンロード配信を開始し、欧米を中心とするグローバル地域での配信につ

いて2022年３月期のリリースに向けて準備を進めております。

　当社グループは、スマートフォンアプリ事業の売上高拡大を図るため、良質なゲームタイトルに経営資源を集中

することにより、スマートフォンアプリ事業の収益化に向けて注力してまいります。具体的には、「Rappelz M

（ラペルズモバイル）」の今後サービス提供予定の欧米等のグローバル地域において、オンラインゲーム事業で培

われた当社グループの強みであるグローバルなネットワークを活かした多言語展開を行い、スマートフォンアプリ

の事業展開に注力してまいります。

　また、新たな収益獲得基盤を確立すべく、クラウド関連事業及びVR事業を進めてまいります。

*：Massively Multiplayer Online Role Playing Game：大規模多人数参加型ロールプレイングゲームのことであ

り、インターネットを利用し、数千人規模のユーザーが同時に参加して遊べるロールプレイングゲームであり

ます。

 

　事業別には以下の事業展開を計画しております。

①　オンラインゲーム事業

　当社グループは開発元として、既存タイトルのアップデートやイベント開催を継続し、パブリッシャーから

の安定的な収益獲得を目指します。また、ブロックチェーンコインでのプレイが可能なブロックチェーンプ

ラットフォーム等の新たなプラットフォームでのサービス展開や他社プラットフォームでプレイが可能となる

チャネリング展開を進め、多くのファンに楽しんでもらえるようにサービス提供先を増やしてまいります。ま

た、「Flyff Online（フリフオンライン）」をベースに、ダウンロード不要でPC及びスマートフォンでのプレ

イが可能なHTML5ゲームである「Flyff HTML5」の早期開発を目指します。これらにより、ゲームの提供先を増

やし、オンラインゲーム事業の安定的な収益化に向けて注力してまいります。

②　スマートフォンアプリ事業

　現在サービス提供中のスマートフォンアプリ「winwalk（ウィンウォーク）」、「wingift（ウィンギフ

ト）」及び「winQuiz（ウィンクイズ）」については、当社グループの強みであるグローバルなネットワーク

を活かした多言語展開による配信を進めております。

　また、当社グループの２大タイトルの一つである「Rappelz M（ラペルズモバイル）」について、2020年３

月に配信開始した東南アジアでのリリースに続き、「Rappelz M（ラペルズモバイル）」の主要エリアである

欧米を中心とするグローバル地域での配信について2022年３月期のリリースに向けて準備を進めており、本格

的なサービス展開に向けた各種プロモーション等のマーケティング活動を予定しております。なお、「Flyff

Legacy（フリフレガシー）」については、2021年１月にライセンス及び運営権を他社に譲渡しており、運営サ

ポートを継続してまいります。
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③　クラウド関連事業

　当社グループは、業務提携先であるMegazone Co.,Ltd.グループ（以下、Megazone社グループ）が行う日本

でのアマゾン ウェブ サービス（AWS）等のクラウド事業について、当社グループがMegazone社グループをサ

ポートし、クラウド関連事業を進めてまいります。

　また、当社のクラウド関連事業を主体的に行うための収益基盤を確保するため、クラウド関連事業における

M&Aを含む資本・業務提携を進めてまいります。

 

④　VR事業

　当社グループは、業務提携先であるGPM Co.,Ltd.が行う「Monster VR」事業の日本での代理店としてプラッ

トフォーム事業、販売代理店事業、テーマパーク事業を進めてまいります。

　なお、新型コロナウイルス感染拡大について今後の収束時期の見通しがたっていない状況が続いているなか

で、VR テーマパークの事業展開については現時点では優先度が低いと判断し、営業活動を見合わせておりま

す。VR テーマパークの事業展開については、今後の状況を慎重に検討した上で進めてまいります。

 

(3）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社グループは、営業利益の業績回復を最も重要な経営目標としております。

　当社グループは、売上高の拡大による企業の成長及び収益基盤の確立を最重要課題と認識しており、利益確保体

制の確立を目標としております。

 

(4）経営環境

①　事業を行う市場の状況

　当社グループのオンラインゲーム事業及びスマートフォンアプリ事業における、市場の動向は以下のとおり

となっております。

　グローバルゲーム市場における2021年度のオンラインゲーム市場は、前年度比1.7％減の359億ドルに対し

て、スマートフォンゲーム市場は、前年度比4.4％増の907億ドルになると予想されております（newzoo「2021

Global Games Market Report 」より）。

　当社は、グローバルのオンラインゲーム市場及びスマートフォンゲーム市場について、以下のように分析し

ております。

　オンラインゲーム市場において、2020年度は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による、海外におけ

るロックダウンや外出自粛に伴う、いわゆる「巣ごもり消費」が生じたことから市場全体が拡大したものの、

2021年度は、新型コロナウイルスによる影響が落ち着いていくものと分析しております。一方でスマートフォ

ンゲーム市場においては、2021年度も継続して市場の成長が見込まれているものと分析しております。但し、

ゲームの収益性は個別タイトルの人気に左右される要素が大きく、また、市場で新しくリリースされるタイト

ルも多いことから競争が激しい市場であると認識しております。

②　競合他社との競争優位性

　当社グループの競争優位性として以下を認識しております。

ａ．当社グループが開発したMMORPGの２大タイトルである「Flyff」及び「Rappelz」の顧客基盤

PCオンラインゲーム「Flyff Online（フリフオンライン）」及び「Rappelz Online（ラペルズオンライ

ン）」の世界5,000万ダウンロード実績

ｂ．世界各国への配信ネットワーク

北米・欧州・アジア・オセアニア・中東等、世界20ヶ国以上に展開

ｃ．多言語対応の開発力・サポート力

英語版、韓国語版、中国語版、ドイツ語版、フランス語版、スペイン語版、アラビア語版、ロシア語版等の

多言語展開による開発・サポート体制

 

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当社グループは「グローバル・オンライン・コミュニティ・カンパニー」として、オンライン・コミュニティ関

連事業をビジネスの中核に捉えて早期の収益基盤確立を目指し、数々の施策に取り組んでおりますが、以下の課題

を認識しており、次期以降につきましても積極的に対処していく所存であります。

 

①　スマートフォンアプリ事業の早期収益化

　当社グループは、スマートフォンアプリ事業の早期収益化を目指しております。当社グループが開発し2014

年12月にダウンロード配信を開始し、2016年10月にサービス提供を終了したスマートフォンアプリ「Flyff

All Stars（フリフオールスターズ）」や、ライセンスを獲得し2016年９月にダウンロード配信を開始したス

マートフォンアプリ「Arcane（アーケイン）」は、いずれも累計100万人以上のダウンロード者数を獲得いた

しましたが、オンラインゲーム事業の減益を補うまでの収益貢献には至っておらず、更なるスマートフォンア
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プリ事業の売上高拡大を図る必要があります。オンラインゲーム事業で培われた当社グループの強みであるグ

ローバルなネットワークを活かした多言語展開により、日本国内だけではなく、海外市場でも活かせる新たな

収益源とすべくスマートフォンアプリ事業の展開に注力してまいります。

②　新たな収益基盤の確立

　当社は、主力事業であるオンラインゲーム事業、スマートフォンアプリ事業による売上高の拡大による企業

成長及び収益基盤の確立並びに利益確保のための体制確立を目標としております。しかしながら、主力事業で

あるゲーム事業は市場変化が激しく、ユーザーニーズの移り変わりが早いため、収益基盤は不安定であり、

ゲーム事業以外の収益源を確保するとともに安定的な収益基盤を確立することが重要な経営課題であると認識

しております。

　当社グループは、新たな収益獲得基盤を確立すべく、クラウド関連事業及びVR事業を進めてまいります。

③　資金調達

　当社グループは、スマートフォンアプリ事業及び新規事業を推進する上で、ライセンス取得、開発及びプロ

モーション等の資金が必要であります。次期以降も資金調達について引き続き検討してまいります。

　なお、当社は2020年５月25日付取締役会において、第三者割当による新株式の発行及び第６回新株予約権の

発行を決議し、2020年６月10日に払込手続が完了しております。

④　オンラインゲーム事業の安定的な収益化

　当社グループは、連結子会社Gala Lab Corp.が開発したオンラインゲーム「Flyff Online（フリフオンライ

ン）」及び「Rappelz Online（ラペルズオンライン）」を世界各国のパブリッシングパートナーを通じてグ

ローバルに展開しております。今後、既存タイトルのバージョンアップの強化、他社プラットフォームでプレ

イが可能となるチャネリング展開を進めてまいります。また、「Flyff Online（フリフオンライン）」をベー

スに、ダウンロード不要でPC及びスマートフォンでのプレイが可能なHTML5ゲームである「Flyff HTML5」の早

期開発を目指します。これらにより、ゲームの提供先を増やし、オンラインゲーム事業の安定的な収益化に向

けて注力してまいります。

⑤　内部統制システムの適正維持

　当社グループは、内部統制システムの適正な維持を重要な対処すべき課題と認識しております。

　引き続き、財務情報の精度並びに正確性確保を目的に、在外連結子会社を含めた経理体制の整備、適切な業

務プロセスの構築を継続的に取り組んでいく所存であります。
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２【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

　なお、本文の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2021年６月28日）現在において、当社グループが判断

したものであります。

 

(1）経営戦略について

　当社グループは、オンラインゲーム事業のグローバル展開に経営資源を集中させておりましたが、スマートフォ

ンアプリ事業に大きく体制をシフトしております。この展開の過程で段階的に売上高、営業利益及び経常利益を増

大できるものと考えております。当連結会計年度におきましてはオンラインゲーム事業の減益を補う収益貢献には

至りませんでした。今後、スマートフォンアプリ事業の開発費用を売上高の増加が上回ることで営業損失及び経常

損失は改善していく見込みでありますが、効果を上げることができない場合には財政状態及び経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。

 

(2）事業に伴うリスクについて

①　インターネット業界動向におけるリスクについて

　当社グループの属するインターネット業界は、新技術の出現やインターネット環境の変化の影響を強く受ける

分野であります。そのため、インターネットにおける新技術の開発、新方式の採用、新サービスの出現、新法的

規制あるいは、競合会社の台頭により、当社グループ事業の急速な陳腐化や市場性の低下を招き、財政状態及び

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　オンラインゲーム開発及び運営に伴うリスクについて

　当社グループでは、当社連結子会社Gala Lab Corp.にてオンラインゲームの開発を行っておりますが、開発が

想定どおりに進まない場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、

パブリッシャー各社においてオンラインゲームの運営を行っておりますが、システムトラブルやハッキングによ

るIDの不正利用があった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、既存タイトルのアップデートや新たなプラットフォームでの展開が計画通り進まない場合には、当社グ

ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、2022年3月期は、連結子会社Gala Lab Corp.が開発したオンラインゲーム「Flyff Online（フリフオン

ライン）」及び「Rappelz Online（ラペルズオンライン）」の各種アップデート並びに他社プラットフォームで

プレイが可能となるチャネリング展開により新規ユーザーの獲得に注力してまいります。また、「Flyff Online

（フリフオンライン）」をベースに、ダウンロード不要でPC及びスマートフォンでのプレイが可能なHTML5ゲー

ムである「Flyff HTML5」の早期開発を目指します。

 

③　スマートフォンアプリ開発及び運営に伴うリスクについて

　当社グループが提供する、スマートフォン、タブレットPC向けのアプリやプラットフォームはユーザーの嗜好

の移り変わりが激しく、ユーザーのニーズに対応したアプリの開発若しくはサービス提供が困難となった場合

は、ユーザーへの訴求力低下等により当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、アプリの開発やグローバルなネットワークを活かした多言語展開が計画通り進まない場合には、当社グ

ループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、2022年3月期は、「Rappelz M（ラペルズモバイル）」について、欧米等のグローバル地域での多言語展

開によるサービス提供の準備を進めております。

 

(3）新規事業に係るリスクについて

①　クラウド関連事業

　当社は、Megazone Cloud Corporationのクラウド事業の日本展開に関して業務提携基本契約を締結し、

Megazone Cloud Corporationの日本法人であるMEGAZONE株式会社が行うアマゾン ウェブ サービス（AWS）等の

クラウド事業を全面的にサポートすることによりクラウド関連事業を進めてまいります。しかしながら、当該事

業を取り巻く環境の変化等により、予定どおり事業展開が出来ない場合には、当社グループの財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。
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②　VR事業

　当社は、GPM Co.,Ltd.のMonster VRの日本展開に関して業務提携契約を締結し、日本における営業代理店とし

てVR事業を進めてまいります。しかしながら、当該事業を取り巻く環境の変化等により、予定どおり事業展開が

出来ない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4）為替変動及び税金に係るリスクについて

　当社グループにおけるオンラインゲーム事業及びスマートフォンアプリ事業のサービス提供は世界各国に展開し

ており、海外でのサービス提供は、外国通貨により決済が行われております。また、在外子会社は、現地通貨によ

り財務諸表を作成しております。そのため、為替の変動幅が大きくなった場合は、為替差損益や為替換算調整勘定

が計上される等、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、当社グループは

為替予約等のデリバティブ取引を行っておりません。

　また、当社グループ内の在外子会社との取引には移転価格税制のリスクが存在いたします。当社グループとして

は、十分にリスク管理を行った上でグループ内の取引条件を決定しておりますが、移転価格税制上の問題を税務当

局から指摘された場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5）資金調達について

　当社は2020年５月25日付取締役会において、Megazone Cloud Corporationを割当先とする第三者割当による第６

回新株予約権の発行を行うことを決議し、資金調達を行うこととしております。しかし、新株予約権の性質上、行

使価額が市場価額を上回っている状況においては、行使が進まない状況になり、この様な状況が継続する場合は、

資金需要に沿った調達が困難になる可能性があり、その場合においては、当社の事業の遂行に支障をきたす可能性

があります。

　具体的には、当社のクラウド関連事業を主体的に行うための収益基盤を確保するため、上記新株予約権の行使に

より調達する資金をクラウド関連事業におけるM&Aを含む資本・業務提携のための資金に充当する予定でありま

す。新株予約権の行使期間は、第６回新株予約権は2020年６月10日から2022年６月９日まででありますが、当該行

使期間に新株予約権が行使されない場合には、当初計画通りに資金調達ができない可能性があります。資金調達で

きない場合は、他の資金調達により充当、又は、中止・規模縮小等により対応する予定であります。

 

(6）新型コロナウイルスの影響について

　新型コロナウイルス感染拡大に関して、当社グループは従業員の安全を最優先に国内でのテレワーク（在宅勤

務）の原則化等対応を実施し、状況を注視しておりますが、今後の経過によっては当社グループの財政状態及び経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7）継続企業の前提に関する重要事象等について

　当社グループは、前連結会計年度において営業損失273,319千円及び親会社株主に帰属する当期純損失432,420千

円を計上しております。また、当連結会計年度においてライセンス譲渡等による一時的な売上等があり売上高が前

連結会計年度に比べて138.8％増加し985,413千円となり、営業利益26,265千円を計上したものの、親会社株主に帰

属する当期純損失131,087千円を計上しております。現在の低迷した売上状況が継続すれば親会社株主に帰属する

当期純損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当社グループでは、当該状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。当該状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を実施して

まいります。

　まず、スマートフォンアプリ事業において、自社グループ開発のゲームアプリ「Rappelz M（ラペルズモバイ

ル）」を2020年３月から東南アジアでサービス提供しております。「Rappelz M（ラペルズモバイル）」の東南ア

ジアでのサービス提供については、一部のユーザーの低スペック端末でゲームのグラフィックを負荷なく映し出す

ことができずユーザー離れが生じたことから売上が低調に推移いたしました。そのため、低スペック端末でも利用

可能になるようにソフトウェアの改良等を行ったことからグローバルエリアにおけるリリースが遅延いたしまし

た。その後、ユーザーの評価を参考にゲームのクオリティの向上や一部の機能の見直し、また、ゲーム提供会社及

びマーケティング会社等とリリース日の調整を行い、リリースに向けて準備を進めております。サービス開始予定

は、アメリカが2022年３月期第２四半期、EUが2022年３月期第３四半期、韓国が2022年３月期第４四半期、アラビ

ア語圏が2022年３月期第４四半期を予定しております。これらのスマートフォンアプリ事業の売上高拡大を図るた

め、良質なゲームタイトルに経営資源を集中することにより、スマートフォンアプリ事業の収益化に向けて注力し

てまいります。

　次に、オンラインゲーム事業において、「Flyff Online（フリフオンライン）」及び「Rappelz Online（ラペル

ズオンライン）」については他社プラットフォームでプレイが可能となるチャネリング展開を進めてまいります。

また、「Flyff Online（フリフオンライン）」をベースに、ダウンロード不要でPC及びスマートフォンでのプレイ
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が可能なHTML5ゲームである「Flyff HTML5」の早期開発を目指します。これらにより、ゲームの提供先を増やし、

オンラインゲーム事業の安定的な収益化に向けて注力してまいります。

　さらに、ゲーム事業以外の新たな収益基盤を構築するため、クラウド関連事業及びVR事業を新規事業として進め

てまいります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

①　経営成績の状況

　当連結会計年度における我が国経済は、世界規模で拡大する新型コロナウイルス感染症に伴い、外出自粛や休業

要請、緊急事態宣言の発出などの影響により、個人消費や企業活動が著しく制限され、急速に景気が悪化しまし

た。一部で持ち直しの動きがみられたものの、まん延防止等重点措置や再び緊急事態宣言が発出されるなど新型コ

ロナウイルス感染症の収束の見通しは立たず、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　このような状況の中、当社及び連結子会社（以下、「当社グループ」という。）は従業員の安全を最優先に国内

でのテレワーク（在宅勤務）の原則化、会議のオンライン化等、新たな生活様式に対応しながら「世界No.1 のグ

ローバル・オンライン・コミュニティ・カンパニー」を目指し、オンラインゲーム事業及びスマートフォンアプリ

事業を進めてまいりました。

　当社グループの当連結会計年度における経営成績の概況は以下のとおりであります。

　当連結会計年度は、連結売上高985,413千円（前期比138.8％増）となり、大幅な増収となりました。これは、主

にオンラインゲーム事業及びスマートフォンアプリ事業の売上高が前期と比較して増加したことによります。

　また、スマートフォンアプリ事業の支払ロイヤリティの増加により売上原価が増加しております。

　販売費及び一般管理費につきましては、前期と比較してマーケティング活動費用が減少したものの、ソフトウエ

ア償却費及び開発人員の人件費が増加したことから、増加となりました。

　また、投資有価証券売却益4,999千円、新株予約権戻入益9,323千円を特別利益として計上した一方で、将来収益

を保守的に見直した結果、収益性の見込めないソフトウエアについての減損損失228,257千円、差入保証金の回収

不能見込額として本社移転損失3,167千円を特別損失に計上いたしました。

　これらの結果、営業利益26,265千円（前期は営業損失273,319千円）、経常利益93,273千円（前期は経常損失

287,845千円）、親会社株主に帰属する当期純損失131,087千円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失432,420

千円）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績の概況は、次のとおりであります。

ａ．日本

　日本セグメントでは、2019年11月に「FOX-Flame Of Xenocide-（フォックス）」のサービス提供を終了したこ

と及び2020年９月に「Arcane（アーケイン）」英語版についてユーザー数の減少のためサービス提供を終了した

ことにより売上の減少があったものの、クラウド関連事業の売上の増加により、前期と比較し売上高（内部取引

を含む）が増加いたしました。なお、クラウド関連事業は、韓国のMegazone社グループのクラウド事業の日本展

開に関して、日本国内の営業サポート業務、運営サポート業務、採用及び人事管理サポート業務、イベントサ

ポート業務を行っております。

　費用面では、主に「FOX-Flame Of Xenocide-（フォックス）」に係る運営費用の減少により販売費及び一般管

理費が減少いたしました。

　これらの結果、日本セグメントにおける売上高は54,649千円（内部取引を含む）と前期比で6,855千円

（14.3％）の増加となり、セグメント損失が164,138千円（前期は222,907千円の損失）となりました。

 

ｂ．韓国

　韓国セグメントでは、スマートフォンアプリ事業において、連結子会社Gala Lab Corp.が開発したスマート

フォンゲームアプリ「Flyff Legacy（フリフレガシー）」について、2021年１月において、韓国のWAY2BIT Co.,

Ltdとライセンス及び運営権の譲渡契約を締結したことにより、ライセンス譲渡による一時的な売上が発生いた

しました。他方、連結子会社Gala Mix Inc.が開発した歩数計アプリ「winwalk（ウィンウォーク）」について、

グローバルなネットワークを活かした多言語展開による配信を進めており、売上高が順調に推移しております。

また、Gala Mix Inc.が開発したスマートフォンアプリ「winQuiz（ウィンクイズ）」について、2021年３月にイ

ギリス・アメリカ・カナダ・オーストラリアの各地域において英語版の配信を開始いたしました。これらの一時

的な売上及びユーザーへのアイテム販売等の増加により、前期と比較し売上高（内部取引を含む）が増加いたし

ました。

　なお、Gala Lab Corp.が開発し2020年３月に東南アジアにおいて英語版の配信を開始したスマートフォンゲー

ムアプリ「Rappelz M（ラペルズモバイル）」については、一部のユーザーの低スペック端末でゲームのグラ

フィックを負荷なく映し出すことができずユーザー離れが生じたことから売上が低調に推移いたしました。その

ため、低スペック端末でも利用可能になるようにソフトウェアの改良等を行ったことからグローバルエリアにお

けるリリースが遅延いたしました。その後、ユーザーの評価を参考にゲームのクオリティの向上や一部の機能の

見直しを行いました。現在、ゲーム提供会社及びマーケティング会社等とリリース日の調整を行い、リリースに

向けて準備を進めております。サービス開始予定は、アメリカが2022年３月期第２四半期、EUが2022年３月期第

３四半期、韓国が2022年３月期第４四半期、アラビア語圏が2022年３月期第４四半期を予定しております。
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　一方、オンラインゲーム事業では、Gala Lab Corp.の主力ゲーム「Flyff Online（フリフオンライン）」及び

「Rappelz Online（ラペルズオンライン）」において、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による、海外に

おける感染症拡大防止のためのロックダウンや外出自粛に伴う、いわゆる「巣ごもり消費」が生じたこと、ライ

センス展開及びチャネリング（※）展開により新規ユーザーの獲得に注力したこと並びにゲーム提供会社の過年

度の契約に係るパブリッシング権の権利不行使に基づくライセンスフィー等の収益化による一時的な売上が発生

したことにより、前期と比較して売上高（内部取引を含む）が増加いたしました。

　ライセンス展開においては、当社の強みであるグローバルなネットワークを活かした多言語展開によるサービ

ス提供として、「Rappelz Online（ラペルズオンライン）」について、2020年７月に台湾のゲーム提供会社

Digeam Co., Ltd.によりサービス提供を開始いたしました。

　また、「Flyff Online（フリフオンライン）」及び「Rappelz Online（ラペルズオンライン）」の北アメリ

カ・ヨーロッパでのサービス提供については、従来、韓国のゲーム運営会社Webzen Inc.がサービス提供してお

りましたが、2020年９月に、韓国のゲーム運営会社WAY2BIT Co., Ltdが提供するブロックチェーンプラット

フォーム「BORA ISLAND」でのサービス提供を開始いたしました。「BORA ISLAND」では、ユーザーは暗号資産で

あるブロックチェーンコインBORAでのプレイが可能であるため、新規ユーザーとして「BORA ISLAND」会員の取

込みと、運営会社によるブロックチェーンコインBORAを使った効果的なマーケティングでのユーザー数の増加に

よる売上高の増加を目指してまいります。

　チャネリング展開においては、「Flyff Online（フリフオンライン）」及び「Rappelz Online（ラペルズオン

ライン）」について、2021年１月に、WAY2BIT Co., Ltdとグローバルライセンス契約、チャネリング契約及び運

営サポート契約を締結いたしました。当該チャネリング契約の締結に基づき、WAY2BIT Co., Ltdは、2021年３月

に東南アジアにおいて、LINE株式会社が提供しているプラットフォーム「LINE POD」により「Flyff Online（フ

リフオンライン）」及び「Rappelz Online（ラペルズオンライン）」のサービス提供を開始し、Gala Lab Corp.

は、ライセンス収入及び運営サポート収入を得ることとなりました。

　さらに、今後の収益貢献への施策として、Gala Lab Corp.は、「Flyff Online（フリフオンライン）」をベー

スに、ダウンロードが不要でPC及びスマートフォンでのプレイが可能なHTML5ゲームである「Flyff HTML5」の開

発に着手いたしました。これらにより、ゲームの提供先を増やし、オンラインゲーム事業の安定的な収益化に向

けて注力してまいります。

　費用面では、「Flyff Legacy（フリフレガシー）」に係るマーケティング活動費用が、前期と比較して減少し

ている一方で、ソフトウエア償却費及び開発人員の人件費が増加したことにより販売費及び一般管理費が増加い

たしました。

　これらの結果、韓国セグメントにおける売上高は964,573千円（内部取引を含む）と前期比で557,329千円

（136.9％）の増収となり、セグメント利益が190,181千円（前期は51,316千円の損失）となりました。

（※）チャネリングとは、オンラインゲーム等に関して、他社のゲームポータルサイトにてプレイできるように

なるサービスをいいます。

 

②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べて

729,265千円増加し、825,375千円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果、獲得した資金は381,854千円（前期は158,841千円の資金使用）となりました。支出の主な内

訳は税金等調整前当期純損失123,918千円であり、収入の主な内訳は減損損失228,257千円、減価償却費123,117

千円、前受収益の増加102,485千円であります。減損損失は、ソフトウエアの減損によるものであります。ま

た、前受収益の増加は、主にライセンスフィーの受取によるものであります。

 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果、獲得した資金は623千円（前期は133,976千円の資金使用）となりました。収入の主な内訳は

投資有価証券の売却による収入5,250千円、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出4,088千円であり

ます。

 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動の結果、獲得した資金は310,100千円（前期は303,211千円の資金獲得）となりました。収入の主な内

訳は、株式の発行による収入300,006千円、新株予約権の発行による収入10,093千円であります。株式の発行に

よる収入及び新株予約権の発行による収入は、2020年５月25日付取締役会決議に基づく第三者割当による新株式

及び新株予約権の発行によるものであります。
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③　生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

　該当事項はありません。

 

ｂ．受注実績

　当連結会計年度の受注実績については、当社は受注生産を行っていないため、受注状況の記載はしておりませ

ん。

 

ｃ．販売実績

　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

区分

当連結会計年度
自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

金額（千円） 前期比（％）

日本 27,802 △15.3

韓国 957,611 152.1

合計 985,413 138.8

（注）１　セグメント取引については相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

 
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

WAY2BIT Co., Ltd － － 474,123 48.1

Webzen Dubline Ltd. 105,011 25.4 69,948 7.1

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2021年６月28日）現在において当社グループが判断した

ものであります。

①　重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたりまして、決算日における資産及び負債の報告数値、決算期間における

収入及び費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、退職給付に係る負債及び繰延税金資産、固定

資産の減損損失等であり、継続して評価を行っております。

　連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて

は、第５　経理の状況　１ 連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のと

おりであります。

　なお、評価につきましては、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる要因等に基づき実施しております

が、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は異なる場合があります。

　また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響については、依然として不確実性が高く、将来事業計画等の見

積数値に反映させることが難しい要素がありますが、新型コロナウイルスの感染拡大が少なくとも2022年３月まで

続くものと仮定し、期末時点で入手可能な情報に基づき会計上の見積りを行っております。

 

②　財政状態の分析

ａ．資産

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて338.2％増加し、901,705千円となりました。これは主に現金及び預金

が729,265千円、前払費用が10,009千円増加したことに対して、未収入金が44,272千円減少したことによりま

す。現金及び預金の増加は、主に新株発行及びライセンスフィーの受取によるものであり、前払費用の増加は、

賃借料の支払によるものであります。また、未収入金の減少は、WAY2BIT Co., Ltdとのライセンス契約金の入金

によるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて64.3％減少し、183,694千円となりました。これは主にソフトウエア

が338,395千円減少したことによります。ソフトウエアの減少は、主に将来収益を保守的に見直した結果、収益

性の見込めないソフトウエアについての減損損失228,257千円を計上したためであります。
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　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて50.8％増加し、1,085,399千円となりました。

 

ｂ．負債

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて90.5％増加し、303,052千円となりました。これは主に前受収益が

113,528千円、未払金が39,879千円増加したことに対して、未払費用が36,113千円減少したことによります。前

受収益の増加は、主にライセンスフィーの受取によるものであり、未払金の増加は、主にサーバー費用の増加に

よるものであります。未払費用の減少は、主にゲーム提供会社の過年度の契約に係るパブリッシング権の権利不

行使に基づくライセンスフィー等の収益化による振替によるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.1％増加し、478,536千円となりました。これは主に退職給付に係る

負債が34,817千円増加したことによります。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて29.0％増加し、781,589千円となりました。

 

ｃ．純資産

　純資産は、前連結会計年度末に比べて166.5％増加し、303,810千円となりました。これは主に資本金が

150,003千円、資本剰余金が150,003千円それぞれ増加したことに対して、親会社株主に帰属する当期純損失によ

り利益剰余金が131,087千円減少したことによるものであります。資本金及び資本剰余金の増加は、2020年５月

25日付取締役会決議に基づく第三者割当による新株式の発行によるものであります。

 

③　経営成績の分析

ａ．売上高

　当連結会計年度における業績の概況は、連結売上高985,413千円（前期比138.8％増）となり、大幅な増収とな

りました。

　これは、主にオンラインゲーム事業、スマートフォンアプリ事業の売上高が前期と比較して増加したことによ

ります。オンラインゲーム事業では、当連結会計年度において、新型コロナウイルスによる「巣ごもり消費」が

生じたこと、ライセンス展開及び他社プラットフォームでプレイが可能となるチャネリング展開により新規ユー

ザーの獲得に注力したこと並びにゲーム提供会社の過年度の契約に係るパブリッシング権の権利不行使に基づく

ライセンスフィー等の収益化による一時的な売上が発生したことにより、前連結会計年度に比べて144.8％増の

397,226千円となりました。また、スマートフォンアプリ事業では、「Flyff Legacy（フリフレガシー）」のラ

イセンス譲渡による一時的な売上が生じた他、「winwalk（ウィンウォーク）」、「wingift（ウィンギフト）」

について、グローバルなネットワークを活かした多言語展開による配信を進めており、売上高が順調に推移した

結果、前連結会計年度に比べて117.0％増の510,687千円となりました。その他事業では、オンラインゲーム運営

会社に対するマーケティングサポート売上高の発生及び新規事業であるクラウド関連事業の売上高の増加があ

り、前連結会計年度に比べて412.5％増の77,499千円となりました。

 

ｂ．売上原価

　売上原価は、売上高増加に伴う支払ロイヤリティ及びサーバー費用の増加により、前連結会計年度に比べて

38.3％増の167,390千円となりました。

 

ｃ．売上総利益

　売上総利益は前連結会計年度と比べて180.4％増加の818,023千円であり、売上高に対する割合は83.0％と前連

結会計年度比で12.3ポイントの増加となりました。

 

ｄ．販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費は前連結会計年度と比べて40.1％増加の791,758千円となり、売上高に対する割合は

80.3％と、前連結会計年度比で56.6ポイントの減少となりました。主な要因は「Flyff Legacy（フリフレガ

シー）」に係るマーケティング活動費用が減少したものの、ソフトウエア償却費及び開発人員の人件費が増加し

たことによるものであります。なお、販売費及び一般管理費の主な内訳は、給料及び手当262,176千円、役員報

酬100,304千円、ソフトウエア償却費120,124千円であります。

 

ｅ．営業利益

　営業損益は26,265千円の営業黒字（前連結会計年度は273,319千円の営業赤字）となりました。これは、主に

売上高の増加に伴う売上総利益の増加によるものであります。

　当連結会計年度は、上記のとおり一時的な売上等もあり、当社の経営目標である営業利益の業績回復を営業黒

字により達成いたしましたが、今後も、業績回復に向けてスマートフォンアプリ事業の早期収益化や新たな収益

基盤の確立により売上高拡大を図るべくスマートフォンアプリ事業及び新規事業の事業展開に注力してまいりま

す。
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ｆ．営業外損益

営業外収益

　営業外収益は67,008千円となりました。主な内訳は、ライセンスフィーの対価として受領した暗号資産（BORA

コイン）を売却したことに伴う暗号資産売却益46,960千円、為替差益14,129千円、新型コロナウイルス感染症に

係る雇用調整助成金及び事業継続緊急対策（テレワーク）助成金による助成金収入3,044千円であります。

 

ｇ．特別損益

特別利益

　特別利益は14,323千円となりました。内訳は、投資有価証券売却益4,999千円、行使期間満了等による新株予

約権戻入益9,323千円であります。

特別損失

　特別損失は231,515千円となりました。内訳は、将来収益を保守的に見直した結果、収益性の見込めないソフ

トウエアについての減損損失228,257千円、差入保証金の回収不能見込額として本社移転損失3,167千円でありま

す。

 

④　キャッシュ・フローの分析

　「第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成

績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。

 

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について

　当社グループは、収益基盤の確立に取り組んでおり、当期はスマートフォンアプリ事業の拡大と収益獲得に注力

いたしました。次期以降も当該事業拡大による影響が続くと認識しております。スマートフォンアプリ事業におけ

る開発の成否、サービス提供準備やダウンロード配信等のスケジュールが遅延する等の変動要因が、経営成績に重

要な影響を与える可能性があります。

 

(4）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金及び設備投資資金であります。運転資金及び設備投資資金

については、主に自己資本により調達することを基本としております。

　当社は2020年５月25日付取締役会において、第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行

及び第６回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行を決議し、2020年６月10日に払込手続が完了

しており、事業運営上必要な資金を確保及び流動性の維持を図っております。

　本新株式により調達した293,326千円（手取概算額）の資金使途は、「Rappelz M（ラペルズモバイル）」のマー

ケティング活動資金に充当する予定であります。また、本新株予約権及びその行使により調達する1,005,343千円

（手取概算額）の資金使途は、クラウド関連事業におけるM&Aを含む資本・業務提携のための資金に充当する予定

であります。なお、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は当社が取得した新株予約権を消却した

場合には、上記手取概算額は減少いたします。

　また、当社グループの設備投資計画につきましては、重要な設備の新設等及び重要な設備の除却の計画はありま

せん。

 

４【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度の設備投資の総額は4,088千円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりで

あります。

 

(1）日本

　当連結会計年度の設備投資は、工具、器具及び備品129千円であります。

 

(2）韓国

　当連結会計年度の設備投資は、工具、器具及び備品3,959千円であります。

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

2021年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
セグメン
トの名称

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）

建物
工具、器具
及び備品

その他 合計

（株）ガーラ
本社（東京都

渋谷区）
本社事務所 日本 － 327 － 327 6

（注）１　帳簿価額には消費税等は含まれておりません。

 

(2）国内子会社

2021年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
セグメン
トの名称

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）

建物
工具、器具
及び備品

その他 合計

（株）ガーラ

ジャパン

本社（東京都

渋谷区）
本社事務所 日本 － 184 － 184 2

（注）１　帳簿価額には消費税等は含まれておりません。

 

(3）在外子会社

2021年３月31日現在
 

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
セグメン
トの名称

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）

建物
工具、器具
及び備品

その他 合計

Gala Lab Corp.
本社（韓国

ソンナム市）

オンラインゲー

ム事業、スマー

トフォンアプリ

事業設備

韓国 － 4,335 68 4,404 60

（注）１　帳簿価額には消費税等は含まれておりません。

２　その他はソフトウエア及び商標権であります。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

　重要な設備の新設等の計画はありません。

 

(2）重要な設備の除却等

　重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,292,000

計 39,292,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（2021年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（2021年６月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 19,060,800 19,060,800

東京証券取引所

JASDAQ

（スタンダード）

単元株式数は100株であ

ります。

計 19,060,800 19,060,800 － －

（注）　「提出日現在発行数」欄には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第15回新株予約権（2018年８月31日開催取締役会決議に基づき発行）

決議年月日 2018年８月31日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　　　　　　６

当社監査役　　　　　　３

当社従業員　　　　　　５

当社国内子会社従業員　３

新株予約権の数（個）※ 2,301（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 230,100（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 347（注）２

新株予約権の行使期間 ※
自　2020年９月19日

至　2024年９月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　347

資本組入額　　173.5　（注）３

新株予約権の行使の条件 ※
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株

予約権を行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す

る。

新株予約権の取得条項に関する事項 ※ （注）４

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）５

※　当事業年度の末日（2021年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2021年５月31日）

において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を

省略しております。

（注）１　新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するものと

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。
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２　行使価額の調整

割当日後、当社普通株式につき、次の(1）又は(2）の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次の算式（以

下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

(1）当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額
１

株式分割・併合の比率

(2）当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194 条の規定（単元

未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、新株予約権の行使に基づく新株の

発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）

 
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げる。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1）記載の資本金

等増加限度額から上記(1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４　本新株予約権の取得条項

以下の(1）、(2）又は(3）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

当社取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権

を取得することができる。

(1）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2）当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3）当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

５　組織再編行為時の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生

日の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対

象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象

会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金

額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後払込金額に上

記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。

(5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記

「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記（注）３に準じて決定する。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

(8）新株予約権の取得条項

上記（注）４に準じて決定する。

(9）その他の新株予約権の行使の条件
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上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

第16回新株予約権（2018年６月23日開催定時株主総会決議及び2018年８月31日開催取締役会決議に基づき発行）

決議年月日 2018年８月31日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社海外子会社従業員　９

新株予約権の数（個）※ 2,101（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 210,100（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 347（注）１

新株予約権の行使期間 ※
自　2020年９月19日

至　2024年９月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　347

資本組入額　　173.5　（注）１

新株予約権の行使の条件 ※
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株

予約権を行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す

る。

新株予約権の取得条項に関する事項 ※ （注）１

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）１

※　当事業年度の末日（2021年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2021年５月31日）

において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を

省略しております。

（注）１　前記の2018年８月31日開催取締役会決議に基づく第15回新株予約権に関する（注）１～５に記載のとおりで

あります。

 

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

2019年５月31日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権

決議年月日 2019年５月31日

新株予約権の数（個）※ 7,634（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 763,400（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 262（注）２

新株予約権の行使期間 ※
自　2019年６月27日

至　2021年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　262

資本組入額　　131

新株予約権の行使の条件 ※ 各新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す

る。

新株予約権の取得条項に関する事項 ※ （注）３

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）４

※　当事業年度の末日（2021年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2021年５月31日）

において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載

を省略しております。

（注）１　新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するものと

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
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調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事

由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整

する。

２　行使価額の調整

(1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を

生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」とい

う。）をもって行使価額を調整する。

 
既発行普通株式数 ＋

交付普通株式数 × １株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

(2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定める

ところによる。

①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有す

る当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通

株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又

は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。）

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場

合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権

付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行

使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は

割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受け

る権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④　当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場

合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

⑤　本項第(2)号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主

総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項第(2)号①ないし③にかかわ

らず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基

準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次

の算出方法により、当社普通株式を交付する。

 

株式数 ＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
 調整前行使価額により当該期間内に

 交付された普通株式数額

調整後行使価額

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる場

合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額

を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引

いた額を使用する。

(4）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものと

する。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日（終値のない日数を除く。）の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

切り捨てるものとする。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月
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前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控

除した数とする。

(5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価

額の調整を行う。

①　株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

③　行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対

し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必

要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適

用開始日以降速やかにこれを行う。

３　本新株予約権の取得事由

本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、

当該各取引日における行使価額の180％を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日（以下、「取

得日」という。）の２週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日に

おいて本新株予約権１個につき金279円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得する

ことができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取

締役会が決定する方法により行うものとする。

４　組織再編行為時の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を

する場合の本新株予約権の取扱い

当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以下、総称して「組織再編成行為」という。）をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点におい

て残存する本新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を有する本新株予約権者に対し、会社法第

236条第１項第８号のイないしホに掲げる株式会社（以下、総称して「再編成対象会社」という。）の新株

予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとす

る。

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案

して合理的に決定される数とする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

(4）新株予約権を行使することのできる期間

本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日

から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(5）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額

を減じた額を増加する資本準備金の額に準じて決定する。

(6）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権１

個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(7）その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件

各本新株予約権の一部行使はできない。また、本新株予約権の取得事由は、上記３に準じて決定する。
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(8）譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(9）新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切

り捨てるものとする。

 

2020年５月25日付会社法第370条及び当社定款第25条第２項の規定に基づく取締役会決議に代わる書面決議に

基づき発行した新株予約権

決議年月日 2020年５月25日

新株予約権の数（個）※ 46,729（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式 4,672,900（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 214（注）１

新株予約権の行使期間 ※
自　2020年６月10日

至　2022年６月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　　214

資本組入額　　107

新株予約権の行使の条件 ※ 各新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要す

る。

新株予約権の取得条項に関する事項 ※ （注）２

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）１

（注）１　前記の2019年５月31日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権に関する（注）１、２及び４に記載

のとおりであります。

２　本新株予約権の取得事由

本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、

当該各取引日における行使価額の180％を超えた場合、当社は、当社取締役会が別途定める日（以下、「取

得日」という。）の２週間前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日に

おいて本新株予約権１個につき金216円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得する

ことができる。なお、本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取

締役会が決定する方法により行うものとする。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2017年４月１日～

2018年３月31日

（注）１

26,000 15,880,800 3,997 3,105,524 3,997 1,245,093

2018年４月13日

（注）２
633,000 16,513,800 125,017 3,230,542 125,017 1,370,110

2019年６月27日

（注）３
763,400 17,277,200 100,005 3,330,547 100,005 1,470,116

2019年４月１日～

2020年３月31日

（注）４

381,700 17,658,900 50,535 3,381,082 50,535 1,520,651

2020年６月10日

（注）５
1,401,900 19,060,800 150,003 3,531,085 150,003 1,670,654

（注）１　新株予約権の行使による増加であります。
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２　第三者割当増資による新株式の発行による増加であり、発行価格395円、資本組入額197.5円、割当先はＯａ

ｋキャピタル㈱及び菊川曉であります。

３　第三者割当増資による新株式の発行による増加であり、発行価格262円、資本組入額131円、割当先は

Megazone Cloud Corporationであります。

４　新株予約権の行使による増加であります。

５　第三者割当増資による新株式の発行による増加であり、発行価格214円、資本組入額107円、割当先は

Megazone Cloud Corporationであります。

 

（５）【所有者別状況】

       2021年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数（人） － 1 23 31 26 54 9,653 9,788 －

所有株式数

（単元）
－ 792 13,085 928 37,597 1,714 136,471 190,587 2,100

所有株式数の割合

（％）
－ 0.42 6.87 0.49 19.73 0.90 71.61 100 －

 

（６）【大株主の状況】

  2021年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合

（％）

菊川　曉 東京都港区 3,629,500 19.04

Megazone Cloud Corporation

（常任代理人リーディング証券株式

会社）

MEGAZONE Bldg, 46, Nonhyeon-ro 85-

gil, Gangnam-gu, Seoul, 06235 Korea

（東京都中央区新川１丁目８－８）

2,547,000 13.36

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６－21 497,100 2.61

KOREA SECURITIES DEPOSITORY-

SAMSUNG

（常任代理人シティバンク、エヌ・

エイ東京支店）

34-６, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-

GU, SEOUL, KOREA

（東京都新宿区新宿６丁目27－30）

415,500 2.18

NOMURA PB NOMINEES LIMITED

OMNIBUS-MARGIN（CASHPB）

（常任代理人野村證券株式会社）

１ ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB,

UNITED KINGDOM

（東京都中央区日本橋１丁目13－１）

407,800 2.14

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６－１ 291,800 1.53

後藤　亜希子 群馬県高崎市 276,100 1.45

木村　良博 大阪府寝屋川市 150,000 0.79

ａｕカブコム証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目３－２ 140,500 0.74

安達　洋祐 愛知県名古屋市名東区 138,800 0.73

計 － 8,494,100 44.56
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,058,700 190,587
権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式

単元未満株式 普通株式 2,100 － －

発行済株式総数  19,060,800 － －

総株主の議決権  － 190,587 －

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

　該当事項はありません。

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　該当事項はありません。

 

３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして考えております。当社の剰余金の配当につい

ては、中間配当及び期末配当の年２回にて行うことを基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は

取締役会、期末配当は株主総会であります。

　しかしながら、当社が属するインターネット関連業界は環境変化による影響が大きいため、積極的に事業を展開

し、提供サービスにおける当社グループの優位性を確保すること、経営及び業務執行体制を強化し、収益基盤を確立

することが企業価値の増大につながると考えております。このため当面配当は行わず、収益基盤確立に注力する予定

であります。

　なお、当社は会社法第454条第５項の規定により、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。当社は、コーポレー

ト・ガバナンスを、法令だけでなく経営や業務を適正に実施していくためのチェック・コントロールのこと、と

定義しております。当社グループの適正なコーポレート・ガバナンスを確保するためには、業務の健全性や効率

性を確認する内部統制の仕組みやその運用が重要であると考えており、当該仕組みを内部統制システムとして、

その整備・改善に努めております。

　今後も、当社グループに関する基本情報を積極的に開示することにより透明性を高め、株主の皆様への説明責

任並びに社会的責任を果たすとともに、企業価値の向上及び適正なコーポレート・ガバナンスの実現に努めま

す。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　当社は、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、経営の意思決定、執行並びに経営監視を

行っております。また、任意の委員会として役員報酬委員会、コンプライアンス委員会及び情報開示委員会を設

置しております。

　取締役会は、原則として３ヶ月に１回開催されており、重要な意思決定及び業務執行の監督に基づき、企業価

値の向上並びに適正な経営の実現に取り組んでおります。取締役会は、会社の業務執行について意思を決定し、

代表取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、取締役会は、代表取締役グループCEO 菊川

曉を議長として、取締役 金 志芸、取締役 岡本 到、取締役 キム・ヒョンス、 取締役 パジョ・ニコラ、取締

役 イ・ジュワン、取締役 ジョ・ウォンウ、取締役 ユン・ジュンソン、取締役 チョン・ヒョンウ、社外取締役

倉持倫之の計10名（男性９名・女性１名）の取締役で構成されております。

　監査役会は、原則として３ヶ月に１回開催されており、監査に関する重要な事項について、相互の連絡、協

議、意見調整及び決定することを目的とし、取締役会、会計監査人及び内部監査室との会議並びにその他会社の

重要な会議に出席するなどして、当社経営の監査を行っております。監査役会は、監査報告の作成、常勤監査役

の選定・解職、監査の方針、業務及び財産の状況の調査方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定

する権限を有しております。また、監査役会は、常勤社外監査役 鍛治豊顕を議長として、社外監査役 清水

厚、監査役 川手広樹の合計３名（男性３名）の監査役で構成されております。

　当社は、会計監査人として海南監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。な

お、海南監査法人は、2021年６月26日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、新た

に仁智監査法人を会計監査人として選任しております。

　役員報酬委員会は、当社取締役の報酬決定に関する客観性及び透明性の確保、報酬の妥当性に関する監督機能

の強化を目的とし、取締役が受ける報酬基準及び各人別の報酬内容について評価しております。役員報酬委員会

は、役員報酬について審議・承認する権限を有しております。また、役員報酬委員会は、常勤社外監査役 鍛治

豊顕を委員長として、社外取締役 倉持倫之、社外監査役 清水 厚の合計３名（男性３名）の社外取締役及び社

外監査役で構成されております。

　コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに係る問題点の調整を行い、当社グループにおけるコンプライ

アンス経営の推進をはかることを目的とし、“コンプライアンス1st”の方針のもと、法令遵守により、当社グ

ループが社会に信頼される企業になるよう活動しております。コンプライアンス委員会は、代表取締役グループ

CEO 菊川　曉を委員長として、全ての取締役、全ての監査役及び顧問弁護士 川村一博の計14名（男性13名・女

性１名）で構成されております。

　情報開示委員会は、上場企業として重要と考えられる情報開示の意思決定機関として、積極的な情報開示に取

り組んでおります。代表取締役グループCEO 菊川　曉を委員長とし、情報開示責任者岡本 到及び情報開示担当

者の計３名（男性２名・女性１名）で構成されております。
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　会社の機関及び内部統制システムは、概ね以下のとおりであります。

 

 

③　企業統治に関するその他の事項

イ．企業統治に関する事項－内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況

　当社は、原則として３ヶ月に１回開催の取締役会に加え、業務執行のスピード並びに予算実績管理の向上を

目的に、グループ各社の代表取締役を中心とした「グループ戦略会議」を原則毎週開催し、グループ内の意思

疎通を図るとともに情報の共有化を推進し、当社グループの現状やビジネス環境の分析、将来の予測、計画実

行効果の考察において積極的な議論を展開し、より効率的・効果的な業務執行に向けて取り組んでおります。

なお、「グループ戦略会議」は男性４名・女性１名で構成されています。

　また、当社の内部統制システムは、財務報告における信頼性向上を優先課題として取り組んでおり、企業会

計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及

び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務

報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

　当社グループにおいては、グループ戦略会議などの会議体にてグループ内の意思疎通を図るとともに情報の

共有化に努めており、当社グループの現状確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、リスク管

理に取組んでおります。また、内部統制における全社統制の運用並びに評価の過程においてリスクの評価を行

い、当該リスクの低減に向けて努めております。その他、外部専門家と随時相談することによるリスク回避や

リスク低減の取組み、社内通報規程（ホットライン制度）の運用による法令遵守やリスク事項への対応にも取

り組んでおります。

　今後も、当社のグループCEO宣言であります「コンプライアンス　１st」を実践することにより、法令遵守

を最優先し、リスク管理体制のさらなる整備並びにその運用に努めていく方針です。

 

ロ．提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

　当社の子会社においては、取締役及び監査役を設置し、当社が定める「関係会社業務規程」に従い、当社が

管理・指導しております。また、当社開催の「グループ戦略会議」に子会社の代表者が出席し、子会社の業務

執行内容や子会社におけるリスクの報告を行っており、グループ全体で情報共有し検討を行っております。

　なお、適正な当社グループの業務の適正性確保に向けて、当社のグループマネジメント部がグループに関す

る業務を実施しており、内部監査室が子会社の内部統制監査を実施しております。

 

ハ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当社

及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

　当社が定める「内部統制の基本方針」（2019年６月22日改定）は以下のとおりであります。

　当社及び子会社は、変化の激しいインターネット関連業界の環境に対応し、事業機会を迅速かつ確実に捉え

るために、効率的かつ機動的な経営を行う体制作りを重視する。

　また、経営方針に基づく企業価値の向上に向けて、業務執行における迅速かつ適正な意思決定と、より透明

性の高い公正で効率的な経営管理体制の実現をコーポレート・ガバナンスの目的と定める。
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　当社及び子会社は“内部統制システム”を「適正なコーポレート・ガバナンスを確保するための業務の健全

性や効率性に関する内部チェックの仕組み」と定義し、本決議に基づき、業務の適正を確保するために必要な

体制の更なる整備を目指すものとする。

 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　当社は、定例の取締役会を原則として３ヶ月に１回開催している。なお、取締役会での報告及び議論

が、適法並びに適切な職務の執行につながるよう努めている。

②　監査役は取締役の業務の執行が法令、定款等に適合し、適切に行われているかを監査する。

③　コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する事項を審議し、コンプライアンス体制の整備、

充実を図る。

 

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

①　「業務分掌規程」や「職務権限規程」、「稟議規程」、「取締役会規則」等の社内規程に基づき、取締

役の職務執行に係る情報の保存及び管理を図る。

②　取締役の職務執行に係る情報の記録・管理や検索性の向上等を図り、より適正な管理・運用方法・体制

の改善に努める。

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　当社は、代表取締役及び各部門の管理職者による会議を適宜開催し、社内の意思疎通を図るとともに情

報の共有化に努めており、当社の現状確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、損失の危

険の管理に向けて取り組んでいる。

②　内部統制に係るリスクの評価やその改善においても、取締役会にて審議並びに決議された結果に基づ

き、当該リスクの回避・低減等に努めている。

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　「業務分掌規程」や「職務権限規程」、並びに「組織規程」等により、取締役から権限委譲を受ける際

の業務執行における意思決定の範囲、決定権者を明確化しており、また各種規程に定める業務手続きによ

り業務執行の適正を確保している。

 

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　グループＣＥＯ宣言として「コンプライアンス　１st」を制定し、法令遵守と何か別事象が衝突した場

合は、法令遵守を最優先する体制に取り組んでいる。また、社内通報規程（ホットライン制度）の運用に

よる違反の拡大防止並びに再発防止に向けた体制整備に取り組んでいる。

②　コンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことにより、従業

員による法令遵守の徹底並びに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めている。

 

６．次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

①　毎週開催しているグループ戦略会議（電話会議/WEB会議）において、子会社取締役は、子会社の業務

執行内容について報告を実施する。

②　企業集団に関する業務を、当社グループマネジメント部が担当し、適正なグループ経営を目的とした

「関係会社業務規程」の運用や内部統制の取組みにより、企業集団の業務の適正の確保を図っている。

③　内部監査室は、子会社の内部統制監査を実施することにより、業務の適正性確保に努めている。

 

(2）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　毎週開催しているグループ戦略会議（電話会議/WEB会議）において、子会社取締役は、子会社の損失

の危険の可能性がある事項について報告し、企業集団で情報の共有化及び検討を行い、企業集団の現状

確認や計画の進捗管理、ビジネス環境の分析等において、損失の危険の管理に向けて取り組んでいる。

②　内部統制に係るリスクの評価やその改善においても、当社取締役会にて審議並びに決議された結果を

子会社に通知し、当該リスクの回避・低減等に努めている。
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(3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　子会社においても、業務の決定及び執行について相互監視が適切になされるよう、取締役会と監査役

を設置している。

 

②　「関係会社規程」及び子会社が定める各種規程に基づき、当社が子会社の業務執行の管理・指導を

行っている。

 

(4）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　グループＣＥＯ宣言として「コンプライアンス　１st」を制定し、法令遵守と何か別事象が衝突した

場合は、法令遵守を最優先する体制に取り組んでいる。また、企業集団で社内通報規程（ホットライン

制度）の運用による違反の拡大防止並びに再発防止に向けた体制整備に取り組んでいる。

②　当社のコンプライアンス委員会からの提言、内部統制の全社的取組みを着実に実行していくことによ

り、子会社の使用人による法令遵守の徹底並びに定款に適合した体制の更なる構築の取組みに努めてい

る。

 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

①　監査役がその職務を補助すべき使用人が必要であると判断した場合には、監査役に使用人を配置する。

その具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、関係部門との意見調整も十分考慮して決定する。

 

８．前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　当該使用人は、監査役の指揮命令の下に監査役の職務を補助するものとし、その人事異動、人事評価は

常勤監査役の事前の同意を得たうえで、これを行う。

 

９．次に掲げる体制その他の当会社の監査役への報告に関する体制

(1）当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

①　監査役は、必要に応じて報告及び情報の提供を求めることができる。

②　取締役は、取締役会、その他監査役の求めに応じて、随時、業務執行の監督の状況、及び業務の執行

状況を適宜に常勤監査役に対し報告する。

 

(2）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するため

の体制

①　当社の監査役は、必要に応じて子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、報告及び情報の提供を求

めることができる。

②　子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の取締役会その他監査役の求めに応じて、随時、業務執

行の監督の状況及び業務の執行状況を適宜に直接又は企業集団を担当する業務部門を通じて、当社常勤

監査役に対し報告する。

 

10．監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①　当社及び企業集団では、社内通報規程（ホットライン制度）により、報告者への報復行為や差別行為を

禁じ、報告者が不利な取り扱いを受けないよう保護する。

 

11．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は償還の処理に係る方針に関する体制

①　監査役は、職務の執行上必要と認める費用について、実費を当社が支払を行うか、監査役が支出した費

用は当社に請求できるものとする。

 

12．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査役３名のうち、２名が社外監査役であり、取締役会に出席し、かつ必要がある場合には意見を述べ

る。

②　監査役は、必要に応じて企業集団各社の重要情報の閲覧を行い、また、必要に応じて企業集団各社の取

締役及び重要な使用人から個別の聴取をする。

③　取締役は、重大な法令違反、定款違反、社内規程違反、その他企業集団に著しい損害を与える恐れのあ

る事実を知ったときは、速やかに監査役に報告し、また監査役は、必要に応じて取締役に対し報告・説明

を求める。
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④　責任限定契約の内容の概要

　当社は社外取締役及び社外監査役と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契

約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

 

⑤　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の取締役及び監査役及び管理職等の従業員を被保険者とす

る、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担し

ております。

　当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償

請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び争訟費用等の損害を填補することとされ

ています。

　但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して

行った行為に起因して生じた損害は填補の対象としない等、一定の免責事由があります。

 

⑥　取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑦　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累計投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑧　取締役会で決議できる株主総会決議事項

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨

定款に定めております。これは、資本政策の機動的な遂行を目的とするものであります。また、会社法第454条

第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨

定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

 

⑨　株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議について、

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上

をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株

主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑩　会社の支配に関する基本方針

　当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付については、当該買付者の事業内容、買収提案における事業計

画、並びに過去の投資行動などを考慮し、当該買付行為及び買収提案における当社企業価値の向上策について慎

重に検討する必要があると考えています。

　但し、現時点において、当社としては、買付者が出現した場合の具体的な買収防衛策をあらかじめ定めておく

考えはございません。現状の取組みといたしましては、当社株式の取引状況・異動状況を注視し、当社株式を大

量に取得しようとする株式売買が発生した場合には、状況に応じて速やかに当社として最も適切と考えられる措

置をとる方針であります。

　具体的には、可能な限りの情報を収集した上で、社外の専門家にも参加していただき、当該事項を検討し、当

社の企業価値向上を目的とした施策の検討並びにその実行に向けて取り組む予定です。

　なお、当社のグループ会社の株式を大量に取得しようとする買付者が現れた場合においても、同様の対応をと

る方針であります。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.69％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

グループCEO
菊川　曉 1965年７月４日生

 
1988年４月 ㈱博報堂入社

1993年９月 ㈱ガーラ設立　代表取締役社長

2001年10月 ㈱ガーラウェブ取締役

2004年５月 Gala-Net Inc. CEO & President

2006年３月 Aeonsoft Inc.（現Gala Lab

Corp.）代表理事会長（現任）

2006年６月 当社代表取締役会長

兼グループCEO

2006年10月 Gala Networks Europe Ltd. CEO

2006年12月 nFlavor Corp.（現Gala Lab

Corp.）代表理事会長

2007年４月 ㈱ガーラモバイル（現㈱ガーラ

ジャパン）取締役

2007年８月 Gala-Net Inc. Chairman

2007年12月 ㈱ガーラバズ取締役

2008年５月 Gala Networks Europe Ltd.

Chairman

㈱ガーラジャパン

代表取締役会長（現任）

2008年６月 当社代表取締役グループCEO

（現任）

㈱ガーラバズ代表取締役会長

2010年６月 Gala-Net Brazil Ltd. Director

2012年４月 ㈱ガーラポケット（現㈱ガーラ

ジャパン）代表取締役CEO

2012年10月 Gala Innovative Inc. Chairman

（現任）

2014年10月 Gala Connect Inc.理事

2015年９月 Gala Mix Inc.理事（現任）
 

(注)３ 3,629,500

取締役
金　志芸

Jiye Kim
1978年10月４日生

 
2001年８月 ㈱ガイアックス入社

2002年11月 ㈱ガイアックスコリア

代表取締役

2005年３月 ㈱トゥー・ライズ取締役

2005年４月 ㈱ガーラモバイル（現㈱ガーラ

ジャパン）取締役

2009年３月 ㈱ガーラジャパン代表取締役

2009年５月 ㈱ガーラジャパン代表取締役CEO

（現任）

2009年６月 当社取締役（現任）

2011年９月 Gala Lab Corp.理事（現任）

2012年４月 ㈱ガーラポケット（現㈱ガーラ

ジャパン）取締役
 

(注)３ 2,400

取締役CFO 岡本　到 1975年７月１日生

 
2007年５月 公認会計士登録

2008年４月 新日本監査法人（現EY新日本有限

責任監査法人）入所

2020年６月 当社取締役CFO（現任）
 

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役
キム・ヒョンス

Hyunsu Kim
1980年９月５日生

 
2000年12月 Wizard Soft 入社

2003年11月 BuddyBuddy Co.Ltd.入社

2007年４月 Gala Networks Europe Ltd.入社

2010年７月 Gala Networks Europe Ltd. CTO

2011年７月 当社グループCTO

2011年８月 当社韓国事業所所長

2011年10月 Gala Lab Corp.理事

2012年４月 Gala Lab Corp.理事COO

㈱ガーラポケット（現㈱ガーラ

ジャパン）取締役

2012年６月 当社取締役グループCTO

Gala Lab Corp.代表理事CEO

（現任）

2012年８月 当社取締役グループCTO兼

グループCDO

2013年５月 ㈱ガーラジャパン取締役（現任）

2013年６月 当社取締役（現任）
 

(注)３ 11,500

取締役
パジョ・ニコラ

Nicolas Pajot
1977年５月24日生

 
2001年４月 France Telecome S.A.入社

2007年４月 Gala Networks Europe Ltd.入社

2009年８月 Gala Networks Europe Ltd. COO

2012年６月 当社取締役（現任）

2013年２月 Gala Networks Europe Ltd.

（現Webzen Dublin Ltd.）CEO

2015年９月 Gala Mix Inc.代表理事CEO（現

任）
 

(注)３ 30,500

取締役
イ・ジュワン

Joowan Lee
1979年２月26日生

 
1998年11月 Megazone Co.,Ltd.設立 理事（現

任）

2018年７月 Megazone Cloud Corporation 代

表理事（現任）

2019年４月 MEGAZONE株式会社 代表取締役

（現任）

2019年11月 Cloud Gram Corporation CEO（現

任）

2020年６月 当社取締役（現任）
 

(注)３ －

取締役
ジョ・ウォンウ

Wonwoo Cho
1972年11月６日生

 
2000年７月 Cisco Systems (USA) Pte Ltd

Director

2013年７月 Amazone Web Services Korea LLC

Director

2015年９月 GE Digital Korea Co., Ltd. CEO

2018年７月 Megazone Cloud Corporation 理

事CEO（現任）

2020年６月 当社取締役（現任）
 

(注)３ －

取締役
ユン・ジュンソン

Junsun Yun
1975年10月２日生

 
2014年２月 Big note corporation Vice

President

2015年２月 Hanyang University（MBA取得）

2017年４月 BF Tech corporation Vice

President

2018年２月 Megazone Co.,Ltd. Director

2019年８月 Megazone Cloud Corporation 理

事 CSO（現任）

2020年６月 当社取締役（現任）
 

(注)３ －

取締役
チョン・ヒョンウ

Hyungwoo Chon
1979年10月８日生

 
2013年12月 ワシントンD.C.弁護士登録

2015年２月 Yoon & Yang LLC 入所

2016年１月 Central Law Firm 入所

2019年３月 Megazone Cloud Corporation 理

事General Counsel（現任）

2020年６月 当社取締役（現任）
 

(注)３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 倉持　倫之 1969年９月17日生

 
1993年４月 リードエグジビションジャパン㈱

入社

1994年３月 アテックス㈱入社

2001年４月 当社入社

2001年７月 当社執行役員

2004年２月 ㈱ロハスインターナショナル代表

取締役社長

2005年７月 ㈱アソシエイト（現㈱アンダーザ

ライト）代表取締役（現任）

2007年１月 ㈱ホリスティックヘルスケア研究

所代表取締役（現任）

2012年９月 ㈱P3社外取締役（現任）

2016年２月 ㈱スタンドオフ代表取締役

2016年６月 当社取締役（現任）
 

(注)３ －

常勤

監査役
鍛治　豊顕 1949年９月10日生

 
1972年４月 富士写真フイルム㈱入社

1994年４月 ソフトバンク㈱入社

1997年10月 ㈱パソナソフトバンク取締役

1999年９月 ソフトバンク・テクノロジー㈱執

行役員

2000年５月 ソフトバンク・モバイル・テクノ

ロジー㈱代表取締役

2002年４月 ㈱アビリット代表取締役

2007年６月 当社監査役（現任）

2009年６月 ㈱アビリット取締役（現任）
 

(注)４ 20,000

監査役 清水　厚 1968年８月17日生

 
1992年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監

査法人トーマツ）入所

1995年４月 公認会計士登録

2006年10月 ㈱清水国際経営研究所

（現CaN Accounting Advisory

㈱）代表取締役（現任）

2009年10月 三響監査法人（現かえで監査法

人）代表社員

2012年６月 当社監査役（現任）
 

(注)５ －

監査役 川手　広樹 1967年11月10日生

 
1994年10月 当社取締役

1999年12月 ㈱アール・アイ・エス（2000年２

月に当社が㈱アール・アイ・エス

の全株式を譲受け100％子会社化

し㈱ガーラウェブに商号変更）代

表取締役

2010年６月 当社取締役退任

2015年５月 ㈱グランスケープ代表取締役（現

任）

2015年７月 ㈱ガーラウェブ（現トライベッ

ク・プロフェッショナルサービス

㈱）代表取締役退任

2019年６月 当社監査役（現任）
 

(注)４ 100

計 3,694,000

（注）１　取締役倉持倫之は、社外取締役であります。

２　常勤監査役鍛治豊顕及び監査役清水厚は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

４　監査役鍛治豊顕及び監査役川手広樹の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期

に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役清水厚の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

６　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

川村　一博 1976年５月16日生

2000年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

(注) －

2005年７月 Haynes and Boone,LLP（米国、ダラス市）

勤務

2006年５月 ニューヨーク州弁護士登録

2006年10月 Hogan Lovells（英国、ロンドン市）勤務

（～2007年４月）

2011年７月 二重橋法律事務所（現祝田法律事務所）

（現任）

（注）　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名です。

　社外取締役 倉持倫之は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての独立的見地

からの発言を行っております。当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役 鍛治豊顕は、社外監査役としての独立的見地から疑問点を明らかにするため適宜質問を行っており

ます。本有価証券報告書提出日現在、当社株式を20,000株所有しております。上記の他、当社との間に人的関係、

資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　社外監査役 清水厚は、長年にわたり公認会計士の職務に携わり、その経歴を通じて培った専門家としての経

験、知見からの視点に基づく監査を期待されており、社外監査役としての独立的見地から重要事項の協議を行って

おります。当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

　当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはあり

ませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての

職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

　なお、当社は社外取締役 倉持倫之、社外監査役 鍛治豊顕及び社外監査役 清水厚を東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意

見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての

意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。

　社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監

査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、内

部統制部門との意見交換による相互理解を踏まえながら、監査の実施状況や課題並びに結果について共有し、効果

的な監査の実施に努めております。

 

（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役１名及び監査役２名の合計３名で構成されてお

り、うち２名が社外監査役であります。

　なお、社外監査役 清水厚は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。

　当事業年度において当社は監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況及び主な活動状況は次のと

おりであります。

役職及び氏名 出席状況及び主な活動状況

常勤監査役

（社外監査役）

　鍛冶　豊顕

当事業年度開催の監査役会10回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に

関する重要事項の協議等を行っております。また、当事業年度開催の取締役会11回全

てに出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、豊富な経験と高い見識に基づ

き意見を述べております。さらに、常勤監査役として代表取締役及び会計監査人との

面談及び意見交換並びに重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いた

しました。

監査役

（社外監査役）

　清水　厚

当事業年度開催の監査役会10回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に

関する重要事項の協議等を行っております。また、当事業年度開催の取締役会11回全

てに出席し、公認会計士として培った会計知識と高い見識に加え、企業運営における

法令、リスクマネジメント等に関する豊富な実務経験に基づき意見を述べておりま

す。
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役職及び氏名 出席状況及び主な活動状況

監査役

　川手　広樹

当事業年度開催の監査役会10回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に

関する重要事項の協議等を行っております。また、在任期間において開催された取締

役会11回全てに出席し、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき意見を述べて

おります。

　監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、業務及び財産の状況の調

査方法、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意についての協議

等であります。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部

監査部門その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で

監査を実施しました。

イ．取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。

ロ．事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める

体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ

いて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。

ハ．子会社については、常勤監査役が子会社の監査役を兼任しており、取締役会に出席するほか、子会社に赴き

その事業の実際を調査するとともに意見の交換をいたしました。

ニ．会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計

監査人からのその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。

 

②　内部監査の状況

　内部監査室（１名）は、当社を含むグループ全体の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照ら

した監査を行い、経営方針・諸規程・その他業務の諸制度・諸基準への準拠性と、業務の諸活動・管理の妥当

性・効率性を検証・評価しております。また、指導・助言・勧告を通して不正や誤謬の未然防止、正確な管理情

報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、当社の健全な発展に寄与する事を目的に、内部監査を実施

しております。

　なお、内部監査室と監査役監査、会計監査及び内部統制部門との連携については、意見交換による相互理解を

踏まえながら、監査の実施状況や課題並びに結果について共有し、効果的な監査の実施に努めております。

 

③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

　海南監査法人

 

ｂ．継続監査期間

　７年間

 

ｃ．業務を執行した公認会計士

　指定社員　業務執行社員　公認会計士　溝口俊一

　指定社員　業務執行社員　公認会計士　斎藤　勝

 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成

　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他２名であります。
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ｅ．監査法人の選定方針と理由

　監査法人を選定した理由は、2014年６月28日開催の第21回株主総会において、当社の会計監査人であった有

限責任監査法人トーマツが本総会終結の時をもって任期満了により退任したため、日本公認会計士協会の上場

会社監査事務所登録制度における上場会社監査事務所名簿に登録されている海南監査法人を新たに選任いたし

ました。

　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は以下のとおりであります。

　当社は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない

非行があり、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときには、監査役

会が会社法第340条の規定により会計監査人の解任を決定いたします。

　また、その他会計監査人であることにつき支障があると判断されるときには、監査役会が解任又は不再任の

議案を株主総会に提出することを決定いたします。

 

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査

人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会

社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、品質管理に問題なく

適正な監査を実施しているか等について検証するために当社が定めた「会計監査人の再任（報酬）に関する評

価表」に従って会計監査人及び経理責任者と書面による質問を行うことによって評価を行いました。その結

果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。

 

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（千円）

非監査業務に
基づく報酬（千円）

監査証明業務に
基づく報酬（千円）

非監査業務に
基づく報酬（千円）

提出会社 9,500 － 10,050 －

連結子会社 － － － －

計 9,500 － 10,050 －

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａ.を除く）

　該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前連結会計年度）

　当社及び在外連結子会社は、在外連結子会社１社の監査証明業務等に基づく報酬として、BDO Sungto-Ehyun

Limitedに対して3,832千円を支払っております。

（当連結会計年度）

　当社及び在外連結子会社は、在外連結子会社１社の監査証明業務等に基づく報酬として、BDO Sungto-Ehyun

Limitedに対して3,861千円を支払っております。

 

ｄ．監査報酬の決定方針

　規模・特性・監査日数等を勘案した上、定めております。

 

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会

計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容や報酬見積りの算出根拠などを

確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき妥当であると判断したことから、会社法第399条第１項の

同意を行っております。
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（４）【役員の報酬等】

①　取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

　取締役の金銭報酬の額は、2000年６月９日開催の第７回定時株主総会において年額200,000千円以内と決議し

ております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、８名

（うち、社外取締役は０名）です。また、金銭報酬とは別枠で、ストック・オプション報酬として、2006年６月

27日開催の第13回定時株主総会において年額550,000千円以内、新株予約権の数の上限を年5,800個と決議してお

ります（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（う

ち、社外取締役は１名）です。

　監査役の金銭報酬の額は、2000年６月９日開催の第７回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議し

ております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、２名（うち、社外監査役は１名）です。また、金銭報酬

とは別枠で、ストック・オプション報酬として、2006年６月27日開催の第13回定時株主総会において年額10,000

千円以内、新株予約権の数の上限を年100個と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３

名（うち、社外監査役は３名）です。

 

②　取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し

ております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法

及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものである

と判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

 

ａ．取締役の報酬等の額の決定に関する基本方針

　当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬（金銭報酬）及びストック・オプション報酬により構成

される。

　基本報酬は、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、各役員の担当地域における業績や当社

グループへの貢献等を勘案の上に算定し、当社取締役の報酬決定に関する客観性及び透明性の確保を目的とし

て設置され、当社社外取締役及び当社社外監査役により構成される役員報酬委員会（以下「本委員会」とい

う。）にて承認の上、決定するものとする。

　また、ストック・オプション報酬は、当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高め

るとともに、優秀な人材の確保等を目的として、当社グループへの貢献の期待値等を勘案の上、株主総会にお

いて決議された報酬等の総額の限度内で、取締役会により決定するものとする。

 

ｂ．基本報酬に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の担当地域における業績や当社グループへの貢

献等を勘案の上、決定するものとする。

 

ｃ．非金銭報酬等に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　非金銭報酬等は、ストック・オプション報酬とし、各取締役における当社グループの将来の企業価値向上へ

の貢献度の期待値等を勘案の上、決定するものとする。

　ストック・オプションの発行時期は、当社グループの連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めるた

め、また優秀な人材の確保を目的のために必要と考えられる時期を適宜判断して発行するものとする。

 

ｄ．基本報酬の額、又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　取締役の種類別の報酬割合については、ストック・オプションの発行時において、代表取締役グループCEO

菊川 曉は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏

まえ検討を行い、取締役会に提示するものとする。取締役会は当該提示された種類別の報酬割合の範囲内で個

人別の報酬等の額に対する割合を決定するものとする。

 

ｅ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　取締役の個人別の報酬額については、取締役会にて代表取締役に一任の決議がされた場合、代表取締役グ

ループCEO菊川 曉が、取締役会から与えられた委任に基づき、各取締役の担当地域における業績や当社グルー

プへの貢献等を勘案の上、報酬決定に関する基本方針に基づき個別報酬案を作成し、本委員会での承認を受け

たのち、決定するものとする。

　なお、当該権限が適切に行使されるようにするための措置として、上記のとおり、代表取締役による取締役

の個人別の報酬等の内容についての決定については、本委員会の審議及び承認を受ける必要があるものとす

る。
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　本委員会における手続は、以下のとおりである。

本委員会は、代表取締役が提案する下記の内容について、合理性、公平性、相場比較などの観点から妥当性を審

議し、承認する。

　・前事業年度実績に対応した各人別取締役報酬実施案

　・当事業年度の取締役報酬の方針、基準案

　本委員会が代表取締役からの提案に賛同出来ない場合は、明確な理由を付した上で代表取締役にその旨を回答

する。代表取締役は、改めて修正案を本委員会に提案するものとし、本委員会並びに代表取締役は誠意をもって

協議解決を図るものとする。

　取締役会の要請がある場合、本委員会の議事内容および結果等について、委員長が取締役会にて報告する。

　なお、ストック・オプション報酬については、報酬決定に関する基本方針に基づき、取締役会で取締役個人別

の割当株式数を決議する。

　なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における役員報酬委員会の活動は、役員報酬

委員会が２回開催されており、役員報酬について審議が行われ承認されております。また、取締役の報酬等に係

る取締役会の活動は、当事業年度は取締役会が２回開催されており、役員報酬について審議が行われ承認されて

おります。

 

ｆ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　取締役会は、代表取締役グループCEO菊川 曉に対し各取締役の基本報酬の額の評価配分の決定を委任してお

ります。委任した理由は、当社役員規定第17条において、取締役会が各取締役の個人別の報酬等の決定を代表

取締役に一任する決議をした場合の各取締役の報酬決定のルールが定められており、また、当社グループ全体

の業績、各取締役の担当地域における業績や当社グループへの貢献等を勘案しつつ各取締役の業務執行につい

て評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっ

ては、事前に本委員会がその妥当性等について確認しております。

 

③　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役員
の員数
（人）固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く。）
38,406 37,954 － 451 6

監査役

（社外監査役を除く。）
1,620 1,620 － 0 1

社外役員 12,692 12,690 － 2 3

（注）１．非金銭報酬等の内容は当社のストック・オプションであります。

 

④　役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的とし

て保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保

有株式）に区分しております。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 － － 1 250

非上場株式以外の株式 1 401 1 275

 

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額（千円）

売却損益の
合計額（千円）

評価損益の
合計額（千円）

非上場株式 － 4,999 －

非上場株式以外の株式 7 － 399
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表について、海南監査法人

による監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等

による研修への参加、会計専門誌等による情報収集等を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 96,110 825,375

売掛金 49,559 49,403

未収入金 48,950 4,677

前払費用 4,517 14,527

その他 6,961 7,973

貸倒引当金 △316 △251

流動資産合計 205,782 901,705

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 10,761 16,168

減価償却累計額 △8,274 △11,320

工具、器具及び備品（純額） 2,487 4,847

有形固定資産合計 2,487 4,847

無形固定資産   

その他 339,488 68

無形固定資産合計 339,488 68

投資その他の資産   

投資有価証券 525 401

敷金及び保証金 14,252 9,864

長期前払費用 157,185 168,511

投資その他の資産合計 171,962 178,777

固定資産合計 513,938 183,694

資産合計 719,720 1,085,399
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 308 30

未払金 45,013 84,892

未払費用 53,066 16,953

前受金 50,523 37,852

前受収益 2,511 116,039

未払法人税等 1,500 1,731

その他 6,141 45,552

流動負債合計 159,065 303,052

固定負債   

長期前受収益 258,343 255,372

繰延税金負債 83 122

退職給付に係る負債 188,223 223,041

固定負債合計 446,651 478,536

負債合計 605,716 781,589

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,381,082 3,531,085

資本剰余金 2,026,687 2,176,690

利益剰余金 △4,894,131 △5,025,218

株主資本合計 513,637 682,557

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 190 277

為替換算調整勘定 △484,979 △495,419

その他の包括利益累計額合計 △484,789 △495,142

新株予約権 83,616 112,148

非支配株主持分 1,539 4,246

純資産合計 114,004 303,810

負債純資産合計 719,720 1,085,399
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

売上高 412,711 985,413

売上原価 121,027 167,390

売上総利益 291,683 818,023

販売費及び一般管理費 ※１ 565,002 ※１ 791,758

営業利益又は営業損失（△） △273,319 26,265

営業外収益   

受取利息 421 492

暗号資産売却益 － 46,960

為替差益 － 14,129

助成金収入 － 3,044

受取給付金 － 2,000

その他 76 381

営業外収益合計 498 67,008

営業外費用   

為替差損 14,968 －

その他 55 －

営業外費用合計 15,024 －

経常利益又は経常損失（△） △287,845 93,273

特別利益   

投資有価証券売却益 － 4,999

新株予約権戻入益 － 9,323

特別利益合計 － 14,323

特別損失   

固定資産除却損 － ※２ 91

減損損失 ※３ 108,896 ※３ 228,257

本社移転損失 － 3,167

契約解除損失 30,891 －

特別損失合計 139,787 231,515

税金等調整前当期純損失（△） △427,632 △123,918

法人税、住民税及び事業税 4,896 4,758

法人税等合計 4,896 4,758

当期純損失（△） △432,529 △128,677

非支配株主に帰属する当期純利益又は

非支配株主に帰属する当期純損失（△）
△109 2,409

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △432,420 △131,087
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【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当期純損失（△） △432,529 △128,677

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49 87

為替換算調整勘定 2,699 △10,142

その他の包括利益合計 ※１ 2,650 ※１ △10,055

包括利益 △429,879 △138,732

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △430,034 △141,439

非支配株主に係る包括利益 155 2,707
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 3,230,542 1,876,146 △4,457,866 648,822

当期変動額     

新株の発行 100,005 100,005  200,010

新株予約権の行使 50,535 50,535  101,070

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

  △432,420 △432,420

連結範囲の変動   △3,845 △3,845

連結範囲の変動に伴う為替換算
調整勘定の増減    －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

   －

当期変動額合計 150,540 150,540 △436,265 △135,184

当期末残高 3,381,082 2,026,687 △4,894,131 513,637

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 239 △490,512 △490,273 35,393 1,383 195,327

当期変動額       

新株の発行   －   200,010

新株予約権の行使   －   101,070

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

  －   △432,420

連結範囲の変動   －   △3,845

連結範囲の変動に伴う為替換算
調整勘定の増減  3,098 3,098   3,098

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△49 2,434 2,385 48,222 155 50,763

当期変動額合計 △49 5,533 5,483 48,222 155 △81,322

当期末残高 190 △484,979 △484,789 83,616 1,539 114,004
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当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 3,381,082 2,026,687 △4,894,131 513,637

当期変動額     

新株の発行 150,003 150,003  300,006

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

  △131,087 △131,087

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

   －

当期変動額合計 150,003 150,003 △131,087 168,919

当期末残高 3,531,085 2,176,690 △5,025,218 682,557

 

       

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 190 △484,979 △484,789 83,616 1,539 114,004

当期変動額       

新株の発行   －   300,006

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

  －   △131,087

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

87 △10,440 △10,352 28,532 2,707 20,886

当期変動額合計 87 △10,440 △10,352 28,532 2,707 189,806

当期末残高 277 △495,419 △495,142 112,148 4,246 303,810
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △427,632 △123,918

減価償却費 15,551 123,117

減損損失 108,896 228,257

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,121 △86

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 36,005 16,791

株式報酬費用 46,092 27,763

受取利息及び受取配当金 △484 △499

有形固定資産除却損 － 91

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,999

新株予約権戻入益 － △9,323

売上債権の増減額（△は増加） 4,078 4,208

前払費用の増減額（△は増加） 15,248 △9,136

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,062 2,317

仕入債務の増減額（△は減少） △2,450 △277

前受金の増減額（△は減少） 21,754 △21,338

前受収益の増減額（△は減少） △19,696 102,485

長期前受収益の増減額（△は減少） 60,479 △29,394

その他 5,527 79,837

小計 △154,691 385,892

利息及び配当金の受取額 484 499

法人税等の還付額 65 64

法人税等の支払額 △4,700 △4,602

営業活動によるキャッシュ・フロー △158,841 381,854

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △729 △4,088

無形固定資産の取得による支出 △133,246 △510

投資有価証券の売却による収入 － 5,250

差入保証金の差入による支出 － △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,976 623

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 200,010 300,006

新株予約権の発行による収入 3,194 10,093

新株予約権の行使による株式の発行による収入 100,005 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 303,211 310,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,742 36,687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,650 729,265

現金及び現金同等物の期首残高 93,459 96,110

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 96,110 ※１ 825,375
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　当社及び連結子会社（以下、「当社グループ」という。）は、前連結会計年度において営業損失273,319千円

及び親会社株主に帰属する当期純損失432,420千円を計上しております。また、当連結会計年度においてライセ

ンス譲渡等による一時的な売上等があり売上高が前連結会計年度に比べて138.8％増加し985,413千円となり、営

業利益26,265千円を計上したものの、親会社株主に帰属する当期純損失131,087千円を計上しております。現在

の低迷した売上状況が継続すれば親会社株主に帰属する当期純損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があ

ります。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当社グループは、当該状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を実施してまいります。

　まず、スマートフォンアプリ事業において、自社グループ開発のゲームアプリ「Rappelz M（ラペルズモバイ

ル）」を2020年３月から東南アジアでサービス提供しております。「Rappelz M（ラペルズモバイル）」の東南

アジアでのサービス提供については、一部のユーザーの低スペック端末でゲームのグラフィックを負荷なく映し

出すことができずユーザー離れが生じたことから売上が低調に推移いたしました。そのため、低スペック端末で

も利用可能になるようにソフトウェアの改良等を行ったことからグローバルエリアにおけるリリースが遅延いた

しました。その後、ユーザーの評価を参考にゲームのクオリティの向上や一部の機能の見直し、また、ゲーム提

供会社及びマーケティング会社等とリリース日の調整を行い、リリースに向けて準備を進めております。サービ

ス開始予定は、アメリカが2022年３月期第２四半期、EUが2022年３月期第３四半期、韓国が2022年３月期第４四

半期、アラビア語圏が2022年３月期第４四半期を予定しております。これらのスマートフォンアプリ事業の売上

高拡大を図るため、良質なゲームタイトルに経営資源を集中することにより、スマートフォンアプリ事業の収益

化に向けて注力してまいります。

　次に、オンラインゲーム事業において、「Flyff Online（フリフオンライン）」及び「Rappelz Online（ラペ

ルズオンライン）」については他社プラットフォームでプレイが可能となるチャネリング展開を進めてまいりま

す。また、「Flyff Online（フリフオンライン）」をベースに、ダウンロード不要でPC及びスマートフォンでの

プレイが可能なHTML5ゲームである「Flyff HTML5」の早期開発を目指します。これらにより、ゲームの提供先を

増やし、オンラインゲーム事業の安定的な収益化に向けて注力してまいります。

　さらに、ゲーム事業以外の新たな収益基盤を構築するため、クラウド関連事業及びVR事業を新規事業として進

めてまいります。

　資金繰りにつきましては、当連結会計年度に第三者割当による株式及び新株予約権を発行し、当面の事業資金

として310,100千円を調達いたしました。今後、当該第三者割当による第６回新株予約権の行使により1,000,000

千円を調達する予定であります。

　以上の施策を実施するとともに、今後も引続き有効と考えられる施策については、積極的に実施してまいりま

す。

　しかしながら、これらの改善策を実施してもなお、今後の売上高及び利益の回復は、スマートフォン向けアプ

リ等の開発の進捗状況、市場投入の時期、市場での競争激化による環境の変化等に左右されること、また、新株

予約権による調達について行使が確約されているものではないことから、現時点では継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。

　なお、当社グループの連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。
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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　4社

連結子会社の名称

㈱ガーラジャパン

Gala Lab Corp.

Gala Mix Inc.

Gala Innovative Inc.

(2）非連結子会社の名称等

　該当ありません。

 

２　持分法適用に関する事項

(1）持分法適用の非連結子会社

　該当ありません。

(2）持分法を適用しない非連結子会社の名称等

　該当ありません。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

４　会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

（イ）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法

一部の在外連結子会社は定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 ４～５年

ロ　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法

を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　一部の連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

ロ　数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時に一括費用処理しております。
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(5）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支

配株主持分に含めております。

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

ロ　連結納税制度の適用

　当社及び国内子会社１社は連結納税制度を適用しております。

ハ　連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)にお

いて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見

直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適

用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せ

ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

 

（重要な会計上の見積り）

ソフトウエアの回収可能性の評価

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

 当連結会計年度

ソフトウエア（※） 1

減損損失 228,257

（※）無形固定資産のその他として表示しております。

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

　当連結会計年度において、収益性の見込めないスマートフォンアプリ事業に係るソフトウエアの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。回収可能価額は使用価値を零とし

て算定しております。

② 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　過去のタイトルの事業計画数値とダウンロード配信開始後の実績数値における乖離が新作タイトル

においても同様に生じるとの仮定及び一定期間のリリース遅延が生じるとの仮定を用いて、新作タイ

トルの事業計画数値に乖離率を乗じること及びリリース予定時期を遅らせることにより事業計画の補

正を行い、当該補正された事業計画に基づき回収可能価額の見積りを行っております。

③ 当連結会計年度の翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　当連結会計年度に当該ソフトウエアの帳簿価額が零まで減額されたことから、翌連結会計年度は、

当該ソフトウエアに係る減価償却費が計上されません。
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（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日　企業会計基

準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会

計基準委員会）

 

(1）概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包

括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第

15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度

から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基

準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたも

のです。

　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15

号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を

取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実

務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加するこ

ととされております。

 

(2）適用予定日

　2022年３月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点では、

利益剰余金への影響はないものと見込んでおります。

 

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業会計

基準委員会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企業会

計基準委員会）

 

(1）概要

　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同

じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国

会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている

状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関し

て、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」

等が公表されたものです。

　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か

ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた

実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取

扱いを定めることとされております。

 

(2）適用予定日

　2022年３月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

　「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未

定であります。
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（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「ソフトウエア」は金額的重要性が

乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を

反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「無形固定資産」の「ソフトウエア」に表示してい

た338,396千円は、「その他」として組み替えております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受収益の

増減額（△は減少）」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。こ

の表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に表示していた△14,169千円は、「前受収益の増減額（△は減少）」△19,696千円、「そ

の他」5,527千円として組み替えております。

 

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年度の

年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しておりま

す。

　ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会

計年度に係る内容については記載しておりません。

 

（追加情報）

　固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の判定・評価にあたり、当社グループのオンラインゲーム事

業及びスマートフォンアプリ事業における新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響については、依然として

不確実性が高く、将来事業計画等の見積数値に反映させることが難しい要素がありますが、新型コロナウイル

スの感染拡大が少なくとも2022年３月まで続くものと仮定し、期末時点で入手可能な情報に基づき会計上の見

積りを行っております。

　しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は不確実性が高く翌連結会計年度の当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりとなっております。

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

役員報酬 89,602千円 100,304千円

給料及び手当 164,088 262,176

ソフトウエア償却費 12,608 120,124

退職給付費用 21,360 25,998

貸倒引当金繰入額 181 △86

（表示方法の変更）

　「ソフトウエア償却費」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より主要な費目として表示しております。な

お、この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度におきましても主要な費目として表示しております。

　また、前連結会計年度において、主要な費目として表示していた「広告宣伝費」は、金額的重要性が乏しくなったた

め、当連結会計年度より主要な費目として表示しておりません。なお、前連結会計年度の「広告宣伝費」は52,734千円

であります。

 

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

工具、器具及び備品 －千円 91千円

計 － 91

 

※３　減損損失

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループにおいて減損損失108,896千円を計上

しております。
 

場所 用途 種類

Gala Lab Corp.
本社（韓国ソンナム市）

スマートフォン・タブレットPC向け
アプリサービス

ソフトウエア

 
　当社グループは、原則として、各社の事業単位を資産グループとしております。

　上記資産については、収益性の見込めないソフトウエアの帳簿価額を回収可能額まで減額しておりま

す。回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを7.7％で割り引いて算

定しております。

 

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループにおいて減損損失228,257千円を計上

しております。
 

場所 用途 種類

Gala Lab Corp.
本社（韓国ソンナム市）

スマートフォン・タブレットPC向け
アプリサービス

ソフトウエア

 
　当社グループは、原則として、各社の事業単位を資産グループとしております。

　上記資産については、収益性の見込めないソフトウエアの帳簿価額を回収可能額まで減額しておりま

す。回収可能価額は使用価値を零として算定しております。
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（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △71千円 125千円

税効果調整前 △71 125

税効果額 △21 38

その他有価証券評価差額金 △49 87

為替換算調整勘定：   

当期発生額 2,699 △10,142

税効果調整前 2,699 △10,142

為替換算調整勘定 2,699 △10,142

その他の包括利益合計 2,650 △10,055

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）（注）１ 16,513,800 1,145,100 － 17,658,900

（注）１．普通株式の株式数の増加1,145,100株は、第三者割当による新株の発行による増加763,400株及び第５回新株

予約権の行使による新株の発行381,700株であります。

 

２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第４回新株予約権

（2018年４月13日発

行）

普通株式 2,025,400 － － 2,025,400 8,506

第５回新株予約権

（2019年６月27日発

行）（注）２、３

普通株式 － 1,145,100 381,700 763,400 2,129

2018年９月

ストック・オプション

としての新株予約権

－ － － － － 72,979

合計 2,025,400 1,145,100 381,700 2,788,800 83,616

（注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。

２．第５回新株予約権の増加1,145,100株は、第三者割当による新株予約権の発行による増加であります。

３．第５回新株予約権の減少381,700株は、新株予約権の行使による減少であります。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ガーラ(E05114)

有価証券報告書

58/96



当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）（注）１ 17,658,900 1,401,900 － 19,060,800

（注）１．普通株式の株式数の増加1,401,900株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

 

２．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第４回新株予約権

（2018年４月13日発

行）（注）２

普通株式 2,025,400 － 2,025,400 － －

第５回新株予約権

（2019年６月27日発

行）

普通株式 763,400 － － 763,400 2,129

第６回新株予約権

（2020年６月10日発

行）（注）３

普通株式 － 4,672,900 － 4,672,900 10,093

2018年９月

ストック・オプション

としての新株予約権

－ － － － － 99,925

合計 2,788,800 4,672,900 2,025,400 5,436,300 112,148

（注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。

２．第４回新株予約権の減少2,025,400株は、行使期間満了による減少であります。

３．第６回新株予約権の増加4,672,900株は、第三者割当による新株予約権の発行による増加であります。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

現金及び預金勘定 96,110千円 825,375千円

現金及び現金同等物 96,110 825,375

 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは資金運用については預金等に限定し、新株発行により資金を調達しております。売掛金

に係る顧客の信用リスクは、与信管理方針に沿ってリスク低減を図っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客等の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は主として株

式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク

　当社は債権管理方針に従い、営業債権について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の把握

や軽減を図っております。

②　市場リスクの管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に把握し

ております。

③　資金調達に係る流動性リスク

　当社は、連結子会社からの報告に基づき、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許

流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す

ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前連結会計年度（2020年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 96,110 96,110 －

(2）売掛金 49,559 49,559 －

(3）未収入金 48,950 48,950 －

(4）投資有価証券 275 275 －

(5）敷金及び保証金 14,252 14,252 －

(6）買掛金 308 308 －

(7）未払金 45,013 45,013 －

(8）未払法人税等 1,500 1,500 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1）現金及び預金、(2）売掛金、(3）未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4）投資有価証券

　これらのうち上場されているものは取引所の価格によっております。

(5）敷金及び保証金

　敷金及び保証金については、合理的に見積った将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値で

ある時価と帳簿価額の乖離額に重要性がないことから、当該帳簿価額をもって時価としております。

(6）買掛金、(7）未払金、(8）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
 

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式等 250

　これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため、「(4）投資有価証券」には含めておりません。

 

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 96,110 － － －

売掛金 49,559 － － －

未収入金 48,950 － － －

敷金及び保証金 － 14,252 － －

 

当連結会計年度（2021年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 825,375 825,375 －

(2）売掛金 49,403 49,403 －

(3）未収入金 4,677 4,677 －

(4）投資有価証券 401 401 －

(5）敷金及び保証金 9,864 9,864 －

(6）買掛金 30 30 －

(7）未払金 84,892 84,892 －

(8）未払法人税等 1,731 1,731 －

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1）現金及び預金、(2）売掛金、(3）未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4）投資有価証券

　これらのうち上場されているものは取引所の価格によっております。

(5）敷金及び保証金

　敷金及び保証金については、合理的に見積った将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値で

ある時価と帳簿価額の乖離額に重要性がないことから、当該帳簿価額をもって時価としております。

(6）買掛金、(7）未払金、(8）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　該当事項はありません。
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３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 825,375 － － －

売掛金 49,403 － － －

未収入金 4,677 － － －

敷金及び保証金 － 9,864 － －

 

（有価証券関係）

前連結会計年度（2020年３月31日）

　重要性がないため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（2021年３月31日）

１．売却したその他有価証券

種類 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）

(1）株式 5,250 4,999 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 5,250 4,999 －
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　一部の在外連結子会社は、従業員退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を採用しております。

 

２．退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（千円）
 

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

退職給付債務の期首残高 166,763 188,223

勤務費用 34,025 35,104

利息費用 3,259 3,707

数理計算上の差異の発生額 1,964 △10,452

退職給付の支払額 △3,243 △11,567

その他 △14,544 18,026

退職給付債務の期末残高 188,223 223,041

 

(2）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（千円）
 

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

勤務費用 34,025 35,104

利息費用 3,259 3,707

数理計算上の差異の費用処理額 1,964 △10,452

確定給付制度に係る退職給付費用 39,249 28,358

 

(3）退職給付債務と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

（千円）
 

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 188,223 223,041

連結貸借対照表に計上された負債 188,223 223,041

 

(4）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

割引率 2.00％ 2.42％
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：千円）
 

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

販売費及び一般管理費 46,092 27,763

 

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

（単位：千円）
 

 
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

新株予約権戻入益 － 817

 

３．ストック・オプションの内容及び規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社 提出会社 Gala Lab Corp. Gala Lab Corp.

取締役会決議年月日 2018年８月31日 2018年８月31日 2014年８月27日 2015年８月13日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役６名

当社監査役３名

当社従業員５名

当社国内子会社従業

員３名

当社海外子会社従業

員９名

子会社

Gala Lab Corp.

従業員42名

子会社

Gala Lab Corp.

従業員48名

株式の種類及び付与数 普通株式 281,000株 普通株式 213,700株 普通株式 10,000株 普通株式 12,500株

付与日 2018年９月18日 2018年９月18日 2014年８月27日 2015年８月13日

権利確定条件

権利行使開始日にお

いて、当社もしくは

当社グループ会社に

在籍していること

権利行使開始日にお

いて、当社もしくは

当社グループ会社に

在籍していること

付与日から２年以上

対象子会社に在任又

は在職していること

付与日から２年以上

対象子会社に在任又

は在職していること

対象勤務期間
自2018年９月19日

至2020年９月18日

自2018年９月19日

至2020年９月18日

自2014年８月27日

至2016年８月26日

自2015年８月13日

至2017年８月12日

権利行使期間
自2020年９月19日

至2024年９月18日

自2020年９月19日

至2024年９月18日

自2016年８月28日

至2020年８月27日

自2017年８月14日

至2021年８月13日

 

会社名 Gala Lab Corp. Gala Lab Corp.

取締役会決議年月日 2016年８月24日 2019年１月24日

付与対象者の区分及び人数

子会社

Gala Lab Corp.

従業員44名

子会社

Gala Lab Corp.

従業員50名

株式の種類及び付与数 普通株式 6,150株 普通株式 12,684株

付与日 2016年８月24日 2019年１月24日

権利確定条件

付与日から２年以上

対象子会社に在任又

は在職していること

付与日から２年以上

対象子会社に在任又

は在職していること

対象勤務期間
自2016年８月24日

至2018年８月23日

自2019年１月24日

至2021年１月23日

権利行使期間
自2018年８月25日

至2022年８月24日

自2021年１月25日

至2025年１月24日
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 提出会社 Gala Lab Corp. Gala Lab Corp.

決議年月日 2018年８月31日 2018年８月31日 2014年８月27日 2015年８月13日

権利確定前     

期首（株） 280,100 213,700 － －

付与（株） － － － －

失効（株） 50,000 － － －

権利確定（株） 230,100 213,700 － －

未確定残（株） － － － －

権利確定後     

期首（株） － － 8,225 10,150

権利確定（株） 230,100 213,700 － －

権利行使（株） － － － －

失効（株） － 3,600 8,225 50

未行使残（株） 230,100 210,100 － 10,100

 

会社名 Gala Lab Corp. Gala Lab Corp.

決議年月日 2016年８月24日 2019年１月24日

権利確定前   

期首（株） － 11,409

付与（株） － －

失効（株） － 718

権利確定（株） － 5,705

未確定残（株） － 4,986

権利確定後   

期首（株） 5,000 －

権利確定（株） － 5,705

権利行使（株） － －

失効（株） 50 719

未行使残（株） 4,950 4,986

 

EDINET提出書類

株式会社ガーラ(E05114)

有価証券報告書

65/96



②　単価情報

会社名 提出会社 提出会社 Gala Lab Corp. Gala Lab Corp.

決議年月日 2018年８月31日 2018年８月31日 2014年８月27日 2015年８月13日

権利行使価格 347円 347円 5,000韓国ウォン 5,000韓国ウォン

行使時平均株価 －円 －円 － －

付与日における公正な評価単

価
227円 227円 － －

 

会社名 Gala Lab Corp. Gala Lab Corp.

決議年月日 2016年８月24日 2019年１月24日

権利行使価格 5,000韓国ウォン 5,000韓国ウォン

行使時平均株価 － －

付与日における公正な評価単

価
－ －

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
 

当連結会計年度
（2021年３月31日）

繰延税金資産      

前受収益 1,372 千円  25,528 千円

固定資産減損損失自己否認額 15,595   78,915  

投資有価証券評価損自己否認額 53,543   24,546  

貸倒引当金繰入限度超過額 4   6  

長期前受収益 68,637   69,044  

退職給付に係る負債 22,702   28,458  

税務上の繰越欠損金（注）１ 1,310,689   1,214,869  

その他 29,494   37,725  

繰延税金資産小計 1,502,039   1,479,095  

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）１ △1,310,689   △1,214,869  

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △191,350   △264,226  

評価性引当額小計 △1,502,039   △1,479,095  

繰延税金資産合計 －   －  

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金 83   122  

繰延税金負債合計 83   122  

繰延税金負債の純額 83   122  

 

（表示方法の変更）

　前連結会計年度において独立掲記しておりました「固定資産減価償却超過額」は金額的重要性が乏しく

なったため、当連結会計年度より繰延税金資産の「その他」に含めて表示することとしております。

　この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の繰延税金資産に表示していた「固定資産減価償却超過額」596千円、「その

他」28,897千円は、「その他」29,494千円として組替えております。

 

（注）１．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2020年３月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の

繰越欠損金(※1)
110,546 60,865 356,416 149,650 193,658 439,552 1,310,689

評価性引当額 △110,546 △60,865 △356,416 △149,650 △193,658 △439,552 △1,310,689

繰延税金資産 － － － － － － －

(※1)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

当連結会計年度（2021年３月31日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の

繰越欠損金(※1)
17,608 262,281 148,137 221,964 197,565 367,312 1,214,869

評価性引当額 △17,608 △262,281 △148,137 △221,964 △197,565 △367,312 △1,214,869

繰延税金資産 － － － － － － －

(※1)　税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳
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　前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりませ

ん。

 

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能で

あり、最高経営責任者（代表取締役）が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検

討を行う対象となっているものであります。

　当社グループはインターネット関連事業を主たる事業内容としており、国内、韓国の各地域を現地法人

が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱うサービスについ

て各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　従って、当社グループは、サービス体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」及び「韓国」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントの主な事業は以下のとおり

であります。

日本：スマートフォンアプリのパブリッシング事業及びライセンシング事業、クラウド関連事業、VR事

業

韓国：オンラインゲームのパブリッシング事業及びオンラインゲームの開発並びにライセンシング事

業、スマートフォンアプリ運営・開発事業及びライセンシング事業

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの損益は、営業損益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    （単位：千円）

 日本 韓国 合計
調整額
（注１）

連結財務諸表計
上額（注２）

売上高      

(1）外部顧客への売上高 32,836 379,875 412,711 － 412,711

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
14,957 27,368 42,326 △42,326 －

計 47,793 407,243 455,037 △42,326 412,711

セグメント損失（△） △222,907 △51,316 △274,224 904 △273,319

セグメント資産 309,860 635,835 945,696 △225,975 719,720

その他の項目      

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
729 134,180 134,910 － 134,910

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。

(1）セグメント損失の調整額904千円は、セグメント間取引消去であります。

(2）セグメント資産の調整額△225,975千円は、セグメント間債権債務消去等であります。

２．セグメント損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

 

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    （単位：千円）

 日本 韓国 合計
調整額
（注１）

連結財務諸表計
上額（注２）

売上高      

(1）外部顧客への売上高 27,802 957,611 985,413 － 985,413

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
26,846 6,961 33,808 △33,808 －

計 54,649 964,573 1,019,222 △33,808 985,413

セグメント利益又は

損失（△）
△164,138 190,181 26,042 222 26,265

セグメント資産 494,673 817,633 1,312,307 △226,907 1,085,399

その他の項目      

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
129 3,959 4,088 － 4,088

（注）１．調整額の内容は以下のとおりであります。

(1）セグメント利益又は損失の調整額222千円は、セグメント間取引消去であります。

(2）セグメント資産の調整額△226,907千円は、セグメント間債権債務消去等であります。

２．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 インターネット関連事業 その他 合計

外部顧客への売上高 412,711 － 412,711

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：千円）
 

日本 韓国 合計

32,836 379,875 412,711

（注）　売上高は連結会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2）有形固定資産

（単位：千円）
 

日本 韓国 合計

823 1,663 2,487

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

Webzen Dubline Ltd. 105,011 韓国

 

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 インターネット関連事業 その他 合計

外部顧客への売上高 985,413 － 985,413

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：千円）
 

日本 韓国 合計

27,802 957,611 985,413

（注）　売上高は連結会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2）有形固定資産

（単位：千円）
 

日本 韓国 合計

511 4,336 4,847

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

WAY2BIT Co., Ltd 474,123 韓国
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

    （単位：千円）

 日本 韓国 消去又は全社 合計

減損損失 60,000 108,896 △60,000 108,896

 

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    （単位：千円）

 日本 韓国 消去又は全社 合計

減損損失 － 228,257 － 228,257

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

１株当たり純資産額 1円63銭 9円83銭

１株当たり当期純損失（△） △25円14銭 △6円98銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式

は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載してお

りません。

　潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式

は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載してお

りません。

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度末
（2020年３月31日）

当連結会計年度末
（2021年３月31日）

純資産額の部の合計額（千円） 114,004 303,810

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 85,155 116,395

（うち新株予約権（千円）） (83,616) (112,148)

（うち非支配株主持分（千円）） (1,539) (4,246)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 28,848 187,415

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（株）
17,658,900 19,060,800

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
　前連結会計年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

１株当たり当期純損失   

親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円） △432,420 △131,087

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純損失（△）（千円）
△432,420 △131,087

普通株式の期中平均株式数（株） 17,200,025 18,791,942
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（重要な後発事象）

　当社は、2021年４月２日開催の取締役会において、株式会社ツリーフルが実施する第三者割当増資の引受及び

子会社化することについて決議いたしました。また、2021年４月30日付で株式会社ツリーフルの第三者割当増資

の引受に係る払込手続が完了し、同社が当社の連結子会社となりました。概要は以下のとおりであります。

 

１．株式引受の目的

　株式会社ツリーフルは、ツリーハウスリゾートの開発・運営を目的として2020年３月に設立されました。ツ

リーハウスリゾートは、2021年春にオープン（自社運営）を予定しており、中期経営計画において、国内及び海

外でのフランチャイズ展開を計画しております。

　当社は、新しい事業による安定的な収益基盤を確立するために本新株式の引受を決議いたしました。株式会社

ツリーフルを連結子会社化することにより、ツリーハウスリゾート事業について成長戦略を見出し、グループの

企業価値向上を目指してまいります。

 

２．子会社化の理由

　株式会社ツリーフルの大株主は、当社代表取締役グループCEO 菊川 曉であり、当社と同一の内容の議決権を

行使すると認められる緊密者にあたると判断いたしました。

　当社は、2021年４月２日開催の当社取締役会において、2021年４月26日開催の株式会社ツリーフルの臨時株主

総会において発行決議する第三者割当増資の引受を決議いたしました。これにより、当社と緊密者の議決権割合

を合わせると過半数を超えるため、当社は、2021年４月２日開催の当社取締役会において、株式会社ツリーフル

を子会社化することを決議いたしました。なお、2021年４月26日開催の株式会社ツリーフルの臨時株主総会にお

いて、当社代表取締役グループCEO 菊川 曉が株式会社ツリーフルの代表取締役に就任いたしました。

 

３．株式会社ツリーフルの概要（2021年４月30日現在）

(1） 名称 株式会社ツリーフル

(2） 所在地 沖縄県名護市字源河2578番地

(3） 代表者の役職・氏名 代表取締役　菊川　曉

(4） 事業内容 ツリーハウスリゾートの開発及び運営

(5） 資本金 144,250千円

 

４．企業結合日

　2021年４月30日

 

５．取得株式数、取得価額、合算した株式数及び議決権割合

(1） 取得株式数 　 17,777,778株

(2） 取得価額 　　160,000千円

(3） 合算した株式数及び議決権割合

　当社と緊密者の所有株式を合算した株式数

　当社と緊密者の所有株式を合算した議決権割合

（緊密者の所有株式数）

（緊密者の議決権割合）

（当社の所有株式数）

（当社の議決権割合）

 

　184,034,154株

　　　　 90.6％

（166,256,376株）

      （81.8％）

 （17,777,778株）

       （8.7％）
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 （千円） 144,123 299,559 571,285 985,413

税金等調整前

四半期（当期）純損失（△）
（千円） △85,223 △166,592 △123,141 △123,918

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純損失（△）
（千円） △87,222 △170,981 △129,001 △131,087

１株当たり

四半期（当期）純損失（△）
（円） △4.85 △9.23 △6.90 △6.98

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）
（円） △4.85 △4.39 2.20 △0.11
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 62,887 236,935

売掛金 ※１ 151,798 ※１ 197,593

未収入金 ※１ 36,835 ※１ 68,693

前渡金 64,590 64,590

前払費用 3,081 927

関係会社短期貸付金 618,343 －

未収消費税等 1,567 2,207

その他 ※１ 604 19

貸倒引当金 △804,398 △262,278

流動資産合計 135,310 308,688

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 571 327

有形固定資産合計 571 327

投資その他の資産   

投資有価証券 525 401

関係会社株式 2,934 2,934

関係会社長期貸付金 － 596,294

差入保証金 5,227 －

貸倒引当金 － △596,294

投資その他の資産合計 8,687 3,335

固定資産合計 9,259 3,663

資産合計 144,569 312,352
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※１ 1,474 ※１ 2,230

未払金 ※１ 2,908 ※１ 686

未払費用 1,498 1,597

未払法人税等 1,210 1,441

預り金 1,461 1,698

流動負債合計 8,553 7,653

固定負債   

関係会社事業損失引当金 81,113 105,263

繰延税金負債 83 122

固定負債合計 81,197 105,386

負債合計 89,750 113,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,381,082 3,531,085

資本剰余金   

資本準備金 1,520,651 1,670,654

その他資本剰余金 388,890 388,890

資本剰余金合計 1,909,541 2,059,544

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △5,319,611 △5,503,744

利益剰余金合計 △5,319,611 △5,503,744

株主資本合計 △28,987 86,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 190 277

評価・換算差額等合計 190 277

新株予約権 83,616 112,148

純資産合計 54,818 199,312

負債純資産合計 144,569 312,352
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前事業年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

 当事業年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

売上高 ※１ 45,797 ※１ 55,946

売上原価 ※１ 16,173 ※１ 18,684

売上総利益 29,623 37,261

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 243,309 ※１,※２ 248,201

営業損失（△） △213,685 △210,939

営業外収益   

受取利息 302 2,740

為替差益 － 14,869

貸倒引当金戻入額 － 22,049

その他 390 1,442

営業外収益合計 ※１ 692 ※１ 41,102

営業外費用   

為替差損 12,707 －

貸倒引当金繰入額 13,654 －

営業外費用合計 26,361 －

経常損失（△） △239,354 △169,837

特別利益   

投資有価証券売却益 － 4,999

新株予約権戻入益 － 9,323

特別利益合計 － 14,323

特別損失   

固定資産除却損 － 91

投資有価証券評価損 94,699 －

減損損失 60,000 －

関係会社事業損失引当金繰入額 50,098 24,150

契約解除損失 30,891 －

子会社清算損 5,850 －

本社移転損失 － 3,167

特別損失合計 241,539 27,409

税引前当期純損失（△） △480,894 △182,922

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

法人税等合計 1,210 1,210

当期純損失（△） △482,104 △184,132

 

【売上原価明細書】

  
　前事業年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

経費 ※１ 16,173 100.0 18,684 100.0

売上原価  16,173  18,684  

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目
　前事業年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

支払手数料（千円） 5,080 628

支払ロイヤリティ（千円） 5,264 589

業務委託費（千円） 5,828 17,226

サーバー費用（千円） － 239
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 3,230,542 1,370,110 388,890 1,759,000 △4,837,506 △4,837,506 152,035

当期変動額        

新株の発行 100,005 100,005  100,005  － 200,010

新株予約権の発行 50,535 50,535  50,535  － 101,070

当期純損失（△）    － △482,104 △482,104 △482,104

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

   －  － －

当期変動額合計 150,540 150,540 － 150,540 △482,104 △482,104 △181,023

当期末残高 3,381,082 1,520,651 388,890 1,909,541 △5,319,611 △5,319,611 △28,987

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 239 239 35,393 187,669

当期変動額     

新株の発行  －  200,010

新株予約権の発行  －  101,070

当期純損失（△）  －  △482,104

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△49 △49 48,222 48,172

当期変動額合計 △49 △49 48,222 △132,850

当期末残高 190 190 83,616 54,818
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当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      （単位：千円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 3,381,082 1,520,651 388,890 1,909,541 △5,319,611 △5,319,611 △28,987

当期変動額        

新株の発行 150,003 150,003  150,003  － 300,006

当期純損失（△）    － △184,132 △184,132 △184,132

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

   －  － －

当期変動額合計 150,003 150,003 － 150,003 △184,132 △184,132 115,873

当期末残高 3,531,085 1,670,654 388,890 2,059,544 △5,503,744 △5,503,744 86,886

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 190 190 83,616 54,818

当期変動額     

新株の発行  －  300,006

当期純損失（△）  －  △184,132

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

87 87 28,532 28,619

当期変動額合計 87 87 28,532 144,493

当期末残高 277 277 112,148 199,312
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　当社は、前事業年度において営業損失213,685千円及び当期純損失482,104千円を計上しております。また、当

事業年度においても、営業損失210,939千円及び当期純損失184,132千円を計上しております。現在の低迷した売

上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当社及び連結子会社は、当該状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を実施してまいります。

　まず、スマートフォンアプリ事業において、自社グループ開発のゲームアプリ「Rappelz M（ラペルズモバイ

ル）」を2020年３月から東南アジアでサービス提供しております。「Rappelz M（ラペルズモバイル）」の東南

アジアでのサービス提供については、一部のユーザーの低スペック端末でゲームのグラフィックを負荷なく映し

出すことができずユーザー離れが生じたことから売上が低調に推移いたしました。そのため、低スペック端末で

も利用可能になるようにソフトウェアの改良等を行ったことからグローバルエリアにおけるリリースが遅延いた

しました。その後、ユーザーの評価を参考にゲームのクオリティの向上や一部の機能の見直し、また、ゲーム提

供会社及びマーケティング会社等とリリース日の調整を行い、リリースに向けて準備を進めております。サービ

ス開始予定は、アメリカが2022年３月期第２四半期、EUが2022年３月期第３四半期、韓国が2022年３月期第４四

半期、アラビア語圏が2022年３月期第４四半期を予定しております。これらのスマートフォンアプリ事業の売上

高拡大を図るため、良質なゲームタイトルに経営資源を集中することにより、スマートフォンアプリ事業の収益

化に向けて注力してまいります。

　次に、オンラインゲーム事業において、「Flyff Online（フリフオンライン）」及び「Rappelz Online（ラペ

ルズオンライン）」については他社プラットフォームでプレイが可能となるチャネリング展開を進めてまいりま

す。また、「Flyff Online（フリフオンライン）」をベースに、ダウンロード不要でPC及びスマートフォンでの

プレイが可能なHTML5ゲームである「Flyff HTML5」の早期開発を目指します。これらにより、ゲームの提供先を

増やし、オンラインゲーム事業の安定的な収益化に向けて注力してまいります。

　さらに、ゲーム事業以外の新たな収益基盤を構築するため、クラウド関連事業及びVR事業を新規事業として進

めてまいります。

　資金繰りにつきましては、当事業年度に第三者割当による株式及び新株予約権を発行し、当面の事業資金とし

て310,100千円を調達いたしました。今後、当該第三者割当による第６回新株予約権の行使により1,000,000千円

を調達する予定であります。

　以上の施策を実施するとともに、今後も引続き有効と考えられる施策については、積極的に実施してまいりま

す。

　しかしながら、これらの改善策を実施してもなお、今後の売上高及び利益の回復は、スマートフォン向けアプ

リの開発の進捗状況、市場投入の時期、市場での競争激化による環境の変化等に左右されること、また、新株予

約権による調達について行使が確約されているものではないことから、現時点では継続企業の前提に関する重要

な不確実性が認められます。

　なお、当社の財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響

を財務諸表に反映しておりません。
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（重要な会計方針）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により算出し、売却原価は、移

動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

２　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

工具、器具及び備品 ４～５年

無形固定資産

定額法

 

３　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

 

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2）関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する出資金及び貸付金等債権を超えて当社が負担す

ることとなる損失見込額を計上しております。

 

５　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(2）連結納税制度の適用

　当社及び国内子会社１社は連結納税制度を適用しております。

(3）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算

制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について

は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応

報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の

額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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（重要な会計上の見積り）

子会社投融資の評価

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

 当事業年度

投資有価証券（※１） 0

関係会社株式 2,934

関係会社長期貸付金 596,294

貸倒引当金（※２） △596,294

貸倒引当金戻入額 22,049

（※１）子会社が発行した転換社債であり、備忘価額１円で計上しております。

（※２）関係会社長期貸付金に係る貸倒引当金であり、関係会社長期貸付金の全額について貸倒引当

金を計上しております。

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

　投資有価証券（子会社が発行した転換社債）については、過年度に減損処理を行っており、備忘価

額１円で計上しております。

　関係会社株式については、子会社株式の実質価額を算定し、減損の要否を判定しております。帳簿

価額と実質価額を比較し、実質価額が著しく下落（50％程度以上の下落）した場合に、減損処理を行

い、実質価額まで評価減を行いますが、当事業年度においては、減損不要と判定しております。な

お、債務超過の子会社については、過年度に減損処理を行っており備忘価額１円で計上しておりま

す。

　関係会社長期貸付金については、貸付金額で計上しております。但し、貸付先の子会社が全て債務

超過であるため、貸付金額と同額の貸倒引当金を計上しております。当事業年度において子会社に対

する長期貸付金の貸付200千円、子会社からの長期貸付金の返済22,250千円があり、貸倒引当金戻入

額22,049千円を計上しております。

② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　投資有価証券（子会社が発行した転換社債）について、当該子会社が債務超過であるため、全額回

収不能との仮定により備忘価額１円で計上しております。

　関係会社株式については、子会社の１株当たりの期末純資産額に当社の持株数を乗じた金額を当該

子会社の実質価額である仮定し、関係会社株式を評価しております。

　関係会社長期貸付金については、貸付先の子会社が全て債務超過であるため、全額回収不能との仮

定により関係会社長期貸付金の全額について貸倒引当金を計上しております。

③ 当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響

　投資有価証券については、翌事業年度以降に子会社が発行した転換社債が償還された場合は、転換

社債償還益が計上されます。

　子会社の１株当たりの期末純資産額に当社の持株数を乗じることにより計上されている関係会社株

式については、翌事業年度以降に当該子会社の期末純資産が減少した場合は、追加の関係会社株式評

価損が計上される場合があります。

　関係会社長期貸付金については、翌事業年度以降に関係会社長期貸付金が返済された場合は、貸倒

引当金戻入額が計上されます。
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関係会社事業損失引当金の会計上の見積り

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

 当事業年度

関係会社事業損失引当金 105,263

関係会社事業損失引当金繰入額 24,150

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

　関係会社事業損失引当金については、債務超過の子会社の親会社負担見込額について、関係会社事

業損失引当金を計上しております。親会社負担見込額は、子会社の債務超過額に関係会社長期貸付金

に対する貸倒引当金のように当社が既に評価減を行っている項目の金額を調整して算定しておりま

す。

② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

　株式会社の株主は、株主有限責任の原則により出資額を限度とする責任を負えばよいこととされて

おりますが、親会社は子会社の債権者に対して、経営責任や信用保持のための経営判断等から当該子

会社の債務の肩代わり等を行う可能性も高いため、子会社の債務超過額について、親会社が負担する

ことになるとの仮定により関係会社事業損失引当金の算定を行ております。

③ 当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響

　債務超過の子会社の親会社負担見込額が増減する場合、関係会社事業損失引当金の追加計上又は戻

入が生じます。

 

（表示方法の変更）

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度の年度

末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

　ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年

度に係る内容については記載しておりません。

 

（追加情報）

　固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の判定・評価にあたり、当社のスマートフォンアプリ事業に

おける新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響については、依然として不確実性が高く、将来事業計画等の

見積数値に反映させることが難しい要素がありますが、新型コロナウイルスの感染拡大が少なくとも2022年３

月まで続くものと仮定し、期末時点で入手可能な情報に基づき会計上の見積りを行っております。

　しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大による影響は不確実性が高く翌事業年度の当社の財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権債務

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

短期金銭債権（関係会社短期貸付金を除

く）
186,633千円 262,858千円

短期金銭債務 2,766 2,251

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
　前事業年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

営業取引による取引高   

売上高 20,349千円 31,143千円

売上原価 5,828 17,226

販売費及び一般管理費 14,847 3,537

営業取引以外の取引による取引高   

営業外収益 628 2,966

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度０％、当事業年度０％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度100％、当事業年度100％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前事業年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

役員報酬 39,347千円 52,264千円

給料及び手当 21,561 23,075

株式報酬費用 46,092 27,763

減価償却費 167 282

貸倒引当金繰入額 51,037 76,223

（表示方法の変更）

　前事業年度において、主要な費目として表示していた「業務委託費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業

年度より主要な費目として表示しておりません。なお、前事業年度の「業務委託費」は26,622千円であります。

 

（有価証券関係）

前事業年度（2020年３月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額 2,934千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、記載しておりません。

 

当事業年度（2021年３月31日）

　子会社株式（貸借対照表計上額 2,934千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2020年３月31日）
 

当事業年度
（2021年３月31日）

繰延税金資産      

未収利息 50,303 千円  60,282 千円

固定資産減損損失自己否認額 21,300   19,314  

投資有価証券評価損自己否認額 53,543   53,543  

関係会社株式評価損自己否認額 529,770   529,770  

貸倒引当金繰入限度超過額 246,306   262,894  

関係会社事業損失引当金 24,836   32,231  

税務上の繰越欠損金 615,950   576,067  

その他 23,719   31,567  

繰延税金資産小計 1,565,732   1,565,673  

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △615,950   △576,067  

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △949,781   △989,605  

評価性引当額小計 △1,565,732   △1,565,673  

繰延税金資産合計 －   －  

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金 83   122  

繰延税金負債合計 83   122  

繰延税金負債の純額 83   122  

 

（表示方法の変更）

　前事業年度において独立掲記しておりました「固定資産減価償却超過額」は、金額的重要性が乏しくなっ

たため、当事業年度より繰延税金資産の「その他」に含めて表示することとしております。

　これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

　この結果、前事業年度の繰延税金資産に表示していた「固定資産減価償却超過額」339千円、「その他」

23,379千円は、「その他」23,719千円として組替えております。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　当社は、2021年４月２日開催の取締役会において、株式会社ツリーフルが実施する第三者割当増資の引受及

び子会社化することについて決議いたしました。また、2021年４月30日付で株式会社ツリーフルの第三者割当

増資の引受に係る払込手続が完了し、同社が当社の連結子会社となりました。詳細につきましては、「第５

経理の状況 １ 連結財務諸表等 重要な後発事象」をご参照ください。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 （単位：千円）
 

区　分
資産の
種　類

当期首
残　高

当　期
増加額

当　期
減少額

当　期
償却額

当期末
残　高

減価償却
累計額

有形
固定資産

工具、器具及び備品 571 129 91 282 327 468

計 571 129 91 282 327 468

 

【引当金明細表】

（単位：千円）
 

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 804,398 76,435 22,262 858,572

関係会社事業損失引当金 81,113 24,150 － 105,263

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむをえない

事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲

載しております。

なお、電子公告は、当社ウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおり

です。

http://www.gala.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）１．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

取得請求権付株式の取得を請求する権利

募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第27期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）2020年６月29日関東財務局長に提出

 

(2）内部統制報告書及びその添付書類

事業年度　第27期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）2020年６月29日関東財務局長に提出

 

(3）四半期報告書及び確認書

（第28期第１四半期）（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）2020年８月７日関東財務局長に提出

（第28期第２四半期）（自　2020年７月１日　至　2020年９月30日）2020年11月13日関東財務局長に提出

（第28期第３四半期）（自　2020年10月１日　至　2020年12月31日）2021年２月10日関東財務局長に提出

 

(4）臨時報告書

2020年６月29日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に

基づく臨時報告書であります。

2021年４月８日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２（子会社取得の決定）の規定に基づく臨時報告書

であります。

2021年４月28日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（監査公認会計士等の異動）の規定に基づく臨時

報告書であります。

2021年５月19日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に著しい影響を与える事象）及び第19条第２項第19号（連結会社の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）の規定に基づく臨時報告書であります。

 

(5）臨時報告書の訂正報告書

2020年10月19日関東財務局長に提出

　2020年６月29日提出の臨時報告書（株主総会における議決権行使の結果）に係る訂正報告書であります。

 

(6）有価証券届出書及びその添付書類

2020年５月25日関東財務局長に提出

　第三者割当による新株式及び新株予約権の発行
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 2021年６月26日
 

株式会社ガーラ
 

 取締役会　御中 

 

 海南監査法人  

 東京都渋谷区  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 溝口　俊一　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 斎藤　　勝　　印

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ガーラの2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ガーラ及び連結子会社の2021年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において営業損失273,319千円及び親

会社株主に帰属する当期純損失432,420千円を計上しており、当連結会計年度においても親会社株主に帰属する当期純損

失131,087千円を計上しており、現在の低迷した売上状況が継続すれば親会社株主に帰属する当期純損失が継続し資金繰

りに懸念が生じる可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在してお

り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要

な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2021年４月30日付で株式会社ツリーフルの第三者割当増資の引受に

係る払込手続を完了し、連結子会社とした。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

固定資産の減損（【注記事項】重要な会計上の見積り、追加情報、連結損益計算書関係※３　減損損失）

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社及び連結子会社は、オンラインゲームスマートフォ

ンアプリ事業・オンライン事業を展開し、関連する固定資

産を保有している。

　これらの固定資産に減損の兆候があると認められた場

合、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損損

失の認識測定において使用する将来キャッシュ・フロー及

び割引率の見積りは、経済環境、市場における競合状況や

ユーザーのニーズの変化等の外部要因の影響等により大き

く影響を受ける。このため、経営者による主観的な判断や

立証が困難な不確実性を伴う重要な会計上の見積りが含ま

れる。

　以上のとおり、固定資産の減損の検討は、重要な仮定に

関する不確実性及び経営者による主観的判断並びに専門性

が伴うために複雑であり、職業的専門家としての知識や判

断を要することから、当監査法人は当該事項を監査上の主

要な検討事項とした。

　当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たり、主に以

下の監査手続を実施した。

・経営者による固定資産の減損の兆候の把握において、

ゲームタイトルごとの損益状況等を適切に考慮しているか

どうか検討した。

・経営者による固定資産の減損損失の認識の判定におい

て、割引前将来キャッシュ・フローの基礎として利用され

る事業計画における施策等が、実行可能で合理的なもので

あるかどうか検討した。なお、これらの施策については、

事業計画の前提と整合していることを検討した。

・減損損失の認識の判定の基礎となる割引前将来キャッ

シュ・フローについて、取締役会で承認された事業計画と

の整合性を検討した。また、過年度における予算と実績と

の比較分析及び関連資料の閲覧を実施し、事業計画の見積

りの精度を評価した。

・事業計画上、経営者が見込んでいる売上高の水準につい

ては、経営者と議論を行い、主要な市場ごとにリリース時

期を確認し、ユーザー数、見込販売額について過去実績か

らの趨勢分析を実施し、関連資料の閲覧を行った。また、

経営者が見込んでいる営業利益の水準については、経営者

と議論を行い、計画している施策との整合性を検討した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。
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・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ガーラの2021年３月

31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社ガーラが2021年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統

制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に

係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2021年６月26日
 

株式会社ガーラ
 

 取締役会　御中 

 

 海南監査法人  

 東京都渋谷区  

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 溝口　俊一　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 斎藤　　勝　　印

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ガーラの2020年４月１日から2021年３月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ガーラの2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前事業年度において営業損失213,685千円及び当期純

損失482,104千円を計上しており、当事業年度においても営業損失210,939千円及び当期純損失184,132千円を計上してお

り、現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があることから、継続企業の

前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる。なお、当該事象又は状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載

されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映され

ていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2021年４月30日付で株式会社ツリーフルの第三者割当増資の引受に

係る払込手続を完了し、連結子会社とした。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

関係会社に対する金銭債権の評価（【注記事項】重要な会計上の見積り）

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社は、貸借対照表及び貸借対照表に関する注記のとお

り、当事業年度において、関係会社短期金銭債権262,858

千円及び関係会社長期貸付金596,294千円を計上してい

る。また、会社は、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を貸倒引当金

として計上している。

　貸倒懸念債権等特定の債権に対する個別貸倒引当金の測

定においては、返済状況に加え、関係会社の財政状態・経

営成績、キャッシュ・フロー等の定量的要因及び業績見通

しや資金繰り状況等の定性的要因も勘案する必要がある。

このため、経営者による主観的な判断や立証が困難な不確

実性を伴う重要な会計上の見積りが含まれる。

　以上のとおり、関係会社に対する金銭債権の評価の検討

は、重要な仮定に関する不確実性及び経営者による主観的

判断並びに専門性が伴うために複雑であり、職業的専門家

としての知識や判断を要することから、当監査法人は当該

事項を監査上の主要な検討事項とした。

　当監査法人は、関係会社に対する金銭債権の評価検討に

当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・経営者や経理責任者等への質問及び取締役会で承認され

た事業計画の閲覧を通じて、関係会社の経営環境を理解

し、財政状態・経営成績及び業績見通しや資金繰り状況等

について確認した。

・過去の返済の実績、現在の経済的な事象及び状況、並び

にその他の関連する要因に基づく仮定の合理性の評価を含

む、経営者の見積方法を検証した。

・関係会社の財務情報について、比較分析を行い、当該財

務情報の信頼性を確かめた。また、Gala Lab Corp.につい

ては、構成単位の監査人が実施した監査手続とその結果に

基づき、当該財務情報の信頼性を確かめた。

・回収不能見込額を再計算し、関係会社に対する金銭債権

の回収可能性について、経営者の判断の妥当性を評価し

た。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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